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令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び

地域における精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30-健危-一般-003）

総括研究報告書

研究代表者：皆川 洋子      愛知県衛生研究所

研究要旨 健康危機における病原体検査を担当する地衛研が感染症法に基づく「検査の質」を確保・維持する
ためには検査担当専門技術職員・機器設備等の切れ目ない確保が不可欠である。先行研究の成果として提示し
た細菌・ウイルス検体配布プロトコルに基づく外部精度調査が実施されるにあたり、調査結果を個々の地衛研
に返してOn-the-Job Training(OJT)に任せるのみでは病原体情報の地衛研専門家育成には不十分で、地方衛生
研究所全国協議会（地全協）及び国立感染症研究所（感染研）が協力して、支部等地方開催も念頭においた研
修プログラム等の体制を確立する必要がある。本研究の最終年度は、地衛研を対象に①関東甲信静支部ウイル
ス検査初任者研修における調査、②病原体専門家の育成・確保につながる細菌研修プログラム試行、③検査担
当部署のレベル維持につながるウイルス検査担当者コンピテンシーリスト開発、④米国各州の公衆衛生研究所
の全国組織(APHL)と地全協との比較検討等に基づく地衛研が実施する病原体検査の国際性に関する研究、⑤一
部の地衛研で実績のある精度管理用菌株提供等を通じた地域における検査機関間の協力連携の在り方検討、を
実施し、個々の地衛研の健康危機対応力維持向上をめざした。2年間の研究の結果、コンピテンシーリストを
付した人材育成ガイドライン提言を作成し、総合研究報告書にまとめた。

研究組織
研究代表者 皆川 洋子       愛知県衛生研究所
研究分担者 調 恒明        山口県環境保健センター

      四宮 博人       愛媛県立衛生環境研究所

      大西 真、宮﨑 義継、岡本貴世子

                  国立感染症研究所

      松本 昌門       愛知県衛生研究所

研究協力者 高橋 秀人       国立保健医療科学院

木村 博一       群馬パース大学

飯田 慶治       株式会社エスアールエル

      平野 雅穏       豊橋市保健所

高橋 雅輝       岩手県環境保健研究センター

水越 文徳       栃木県保健環境センター

塚越 博之、猿木 信裕 群馬県衛生環境研究所

岸本 剛        埼玉県衛生研究所

長島 真美、河村 真保、小西 典子、鈴木 淳、貞升 健志

                  東京都健康安全研究センター

      高崎 智彦       神奈川県衛生研究所

清水 英明       川崎市健康安全研究所

      磯部 順子      富山県衛生研究所

      廣井 聡、勢戸 和子 大阪健康安全基盤研究所

望月 靖 岡山県環境保健センター

      豊嶋 千俊、山下育孝  愛媛県立衛生環境研究所

      芦塚 由紀、濱崎 光宏、香月 進

                  福岡県保健環境研究所

      令和元年度インフルエンザウイルス コア・サポート地衛研メンバー

（岩手県環境保健研究センター、東京都健康安全研究センター、愛知県衛生研究所、大阪健康安

全基盤研究所、愛媛県立衛生環境研究所、福岡県保健環境研究所、北海道立衛生研究所、横浜市

衛生研究所、石川県環境保健センター、堺市衛生研究所、岡山県環境保健センター、沖縄県衛生

環境研究所）
支部研修試行に参加いただいた東海北陸支部地衛研関係者
（富山県衛生研究所、石川県環境保健センター、福井県衛生環境研究センター、岐阜県保健環境

研究所、岐阜市衛生試験所、名古屋市衛生研究所、三重県保健環境研究所）

      梅山 隆、渡邉 真治、高下 恵美、影山 努、吉田 弘、村上 光一、泉谷 秀昌、伊豫田淳、

      松井 真理       国立感染症研究所
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      山下 照夫       修文大学
長尾 治、小池 恭子  愛知県半田保健所

      齋藤 典子、斎藤友睦、安井 善宏、山田 和弘、青木美耶子、續木洋一、山本弘明、佐藤克彦
                  愛知県衛生研究所
      班会議出席者（オブザーバー）
                 厚生労働省結核感染症課、国立感染症研究所

          

A 研究目的

地方衛生研究所（以下地衛研）は、自治体の感染

症健康危機対応における重要な科学的根拠となる

病原体検査を従前より担当しており、平成 28 年 4

月の改正感染症法施行により法的根拠が付与され

た病原体情報の収集について中心的役割を果たす

ことが求められている。病原体検査は感染症（感染

性食中毒を含む）やバイオテロ疑い等の健康危機

における地衛研の主な担当業務であり、2020 年 5

月現在パンデミックを起こしている新型コロナウ

イルス感染症のウイルス検査対応は多くの地衛研

にとって最優先業務である。また東京オリンピッ

ク・パラリンピック 2020 等マスギャザリング開催

を控え、地衛研間における一定の均てん化を含む

「検査の質」確保が必須である。検査機能維持には、

検査担当専門技術職員・機器設備等の切れ目ない

確保が不可欠である。

本研究の先行して実施した「地方衛生研究所に

おける病原微生物検査に対する外部精度管理の導

入と継続的実施に必要な事業体制の構築に関する

研究（H28-健危-一般-002）」等(1,2)の成果として

細菌・ウイルス検体配布プロトコルを提示できた

が、外部精度管理調査結果を個々の自治体・地衛研

に返して OJT に任せるのみでは人材育成・確保に

は不十分で、全国の地衛研を会員とし地理的な６

支部で構成される地方衛生研究所全国協議会（地

全協）及び国立感染症研究所（感染研）が協力して、

地衛研に必要な病原体情報の専門家を育成するた

めの研修プログラムを含む体制の確立が必要であ

る。また、一部の地衛研は他機関への精度管理用菌

株提供等実施しており、地域における感染症法関

連検査を担当する施設間の協力連携について関係

他機関にも協力を仰いで検討する。

本研究の最終年度となる令和元年度には、地衛

研を対象に①関東甲信静支部ウイルス検査初任者

研修における調査、②病原体専門家の育成・確保に

つながる細菌研修プログラムを支部単位で試行、

③検査担当部署のレベル維持につながるウイルス

検査担当者コンピテンシーリスト開発、④米国各

州の公衆衛生研究所の全国組織(APHL)と地全協と

の比較検討等に基づく地衛研が実施する病原体検

査の国際性に関する研究、⑤一部の地衛研で実績

のある精度管理用菌株提供等を通じた地域におけ

る検査機関間の協力連携の在り方検討、を実施し、

個々の地衛研の健康危機対応力維持向上に資する

成果をめざした。2 年間の研究の結果、コンピテン

シーリストを付した人材育成ガイドライン提言を

作成し、総合研究報告書にまとめた。

B. 研究方法

1. ウイルス・細菌小班によるコンピテンシーリス

ト案作成及び支部研修試行

先行研究（佐多班・皆川班）(1, 2)を参考に、班

全体及び「総括小班」「ウイルス小班」「細菌小班」

の３小班に分かれて研究を実施した。

「細菌小班」は、愛媛県立衛生環境研究所 四宮

所長（小班長）および愛知県衛生研究所 松本部長

を中心に東京都、富山県、大阪、愛知県などコア WG

地衛研の細菌担当者が協力して、三類感染症「赤痢」

の病原体である赤痢菌検査を対象とした病原細菌

検査担当部署のコンピテンシーリスト検討、及び

東海北陸支部細菌検査担当者の参加を得て赤痢菌

及び腸管出血性大腸菌検査に対する外部精度評価

実施後のフォローアップ研修および地衛研病原細

菌検査室の実地調査試行を、愛知県衛生研究所に

おいて実施した（分担研究報告書 2）。

なおコンピテンシーリスト案を作成にあたって

は、国内外の検査部署に関する検討(3)に加えて、

地方自治体における公衆衛生専門職のキャリアラ

ダー等に関する先行研究(4)も参考にした。

「ウイルス小班」は、インフルエンザコア・サポ

ート地衛研（レファレンスセンター）及び感染研イ

ンフルエンザウイルス研究センターが中心となっ

て地衛研インフルエンザウイルス検査担当部署の

コンピテンシーリスト案を作成した（分担研究報
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告書 3 参照）。

2．統括小班活動及び３小班間の相互連携

「総括小班」では、地全協関東甲信静支部ウイル

ス初任者研修参加者を対象に、研修ニーズ等の調

査を実施した（分担研究報告書 1）。また、米国各

州の公衆衛生研究所の全国組織(APHL)と地全協と

の比較検討等に基づく地衛研が実施する病原体検

査の国際性に関する研究（分担研究報告書 4）、及

び一部の地衛研で実績のある精度管理用菌株提供

等を通じた地域における検査機関間の協力連携の

在り方検討（分担研究報告書 5）も行った。

総括小班活動には他の小班を担当しているウイ

ルス・細菌の専門家の関与が不可欠であるととも

に、ウイルス小班及び細菌小班活動についても地

衛研の所長や企画調整担当者が主な構成員となっ

ている総括小班の視点からのインプットが必須で

あり、旅費はじめ限られた予算を最大限効率的に

活用する観点から、ウイルス小班のコンピテンシ

ーリスト検討は令和元年 7 月衛生微生物技術協議

会第 2 日に開催、総括小班会議は同年 10月地全協

総会直前に開催し、細菌小班内に WG を設置して効

率的運営を図った。全体班会議では３小班構成員

のみならず国立保健医療科学院・感染研・厚生労働

省結核感染症課に加えて、保健所・民間衛生検査所

からも出席いただき活発な議論が行われた。

（倫理面への配慮）検体提供者の個人情報は取り

扱わない。アンケートの回答は機関が特定されな

いよう配慮した。動物実験は実施しない。

C. 研究結果

１．地方衛生研究所関東甲信静支部ウイルス研究

部会における人材育成研修（塚越らの報告書１を

参照）

地全協関東甲信静支部ウイルス研究部会で試験

的に実施されたウイルス検査初任者を対象とする

人材育成研修について、調査検討を行った。

２．赤痢菌検査のコンピテンシーリスト活用の検

討と支部単位細菌研修の試行（四宮らの報告書２

を参照）

前年度に引き続き赤痢菌検査におけるコンピテ

ンシーリストを作成した。

改正感染症法に基づく「検査施設における病原体

等検査の業務管理要領」(5)に規定された外部精度

管理の一環として、平成 28 年度より厚生労働省外

部精度管理事業により地衛研等を対象として実施

されている外部精度管理評価(EQA)結果に関する

事後研修等フォローアップの要望がある現状をふ

まえ EQAの結果評価を含むフォローアップ研修を、

EQA 実務を担当した感染研職員を講師に招聘し、地

全協東海北陸支部地衛研の協力を得て愛知県衛生

研究所において試行した。本研修は、現行の東京で

開催される研修とは異なり、地全協支部に感染研

専門家等が出張して開催する試行でもあった。

さらに同日地衛研細菌検査室の現地調査を、愛知

県衛生研究所において試行した。本研修は参加し

た地衛研担当者に有用であったばかりでなく、感

染研細菌専門家が地衛研検査室の実情を把握する

機会としても有用と思われた。2018 年 2-3 月に日

本に対して国際保健機関(WHO)により実施された

Joint external evaluation of IHR core 

capacities (JEE)(6)における a need to ensure 

the national laboratory quality standard is 

implemented at all public health laboratories

とのコメントに応えて地衛研検査施設の底上げ・

均てん化につながる一方策と思われた。

３. インフルエンザウイルス検査担当部署のコン

ピテンシーリスト（皆川らの報告書３を参照）

感染症法に基づく病原体検査担当部署における

検査部門管理者、検査区分責任者、検査担当者の人

材確保に資する目的で、インフルエンザウイルス

検査担当者部署のコンピテンシーリスト案を作成

した。

４. 地⽅衛⽣研究所における感染症検査の国際性

（調らの報告書４を参照）

地方衛生研究所の検査精度維持向上に不可欠と

なる検査担当者の人材育成確保の参考とするべく、

米国における地衛研に相当する Association of 

Public Health Laboratories (APHL)所属機関の取

り組みや、Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)等国立機関との関係について調

査検討した。精度管理や検査担当人材の育成・確保

における各地衛研及び地全協の方向性を考える上

で、米国の取り組みには参考にすべき点が多いこ

とが再認識された。
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５. 地方衛生研究所と地域の病原体検査機関との

連携に関する研究（皆川らの報告書５を参照）

民間衛生検査所微生物検査責任者、中核市保健所

職員、保健所試験検査担当者を本研究班に研究協

力者として招聘し、地域の保健所・民間衛生検査所

等と衛生研究所の間での病原体検査体制の維持向

上に資する連携について、アンケート及び聞き取

り調査を実施した。衛生研究所に期待する人材育

成及び検査精度管理等に関する具体的項目が明ら

かになった。

D.考 察

1. 地衛研における病原体情報専門家人材育成体

制の強化

改正感染症法施行に伴い病原体情報の収集に法

的根拠が付与され、地衛研等検査機関は内部精度

管理や外部精度管理調査の定期的受検等により

「検査の質」を確保する義務を負っている。「検査

の質」の保持には、専門性の高い職員・検査機器設

備・陽性陰性対照を含む試薬・検査法マニュアル等

の情報のどの要素も欠かすことができない。地衛

研職員に限った現象ではないが、団塊世代ら、ベテ

ラン職員が多数定年を迎えた後の育成あるいは補

充に苦労している自治体は少なくない。

コンピテンシー(competency)は、「能力」と訳さ

れることが多いが、近年主に人事管理において、

「特定の業務を遂行する上で成果に結びつく行動

特性」として指標に使われることがある。微生物検

査の遂行には専門性が不可欠であり、加えて検査

結果のもつ行政上の意義に対する理解が求められ

る。地衛研の研究職員確保及び育成にあたり、一部

の自治体において人事上病原体の専門家を確保す

る必要性への理解や配慮が重視されない現状を改

善する一方策として、要領(5)に明記された病原体

検査精度確保等レベルを維持する必要性の浸透に

加え、コンピテンシーリストの形で職員が備える

べき具体的な技能や知識を示すことにより、地衛

研における長期的展望にたった専門家の育成及び

切れ目ない確保の必要性が理解され、結果として

自治体の感染症による健康危機対応体制の維持強

化が期待できる。コンピテンシーリストは、外部研

修や OJT 等育成のプログラム作成時や、採用若し

くは転入職員の配置前評価指標等への活用も期待

される。

2. 検査担当部署コンピテンシーリストの作成

病原体検査は、地衛研においては食中毒や集団

発生等健康危機事例や輸入感染症疑い検査、各自

治体のいわば定常状態を把握する感染症発生動向

調査病原体サーベイランスの根幹をなす最重要業

務といっても過言ではない。一方公衆衛生部門に

おける感染症に関する検査専門家の不足は、他国

でも深刻化している上に、昇任昇格に際してしば

しば検査部門以外の部署に異動を伴うことが、検

査部署における熟練職員の不足に拍車をかけてい

る(7)。JEE(6)においても定期人事異動・職員定数・

予算の制約が専門家確保上の課題となっている旨

指摘があった(D.4.3 Workforce strategy)。

本研究では、病原体検査担当部署について、「検

査の質」確保に資するコンピテンシーを、病原体検

査専門家と公衆衛生専門職の観点から検討するこ

ととした。先行研究において試行した（赤痢菌）、

あるいは感染症法改正後に開始された国による外

部精度管理調査対象となった（インフルエンザウ

イルス）検査項目を念頭に作成した。

さらに病原体検査担当部署の職員には、微生物

学と公衆衛生に関する専門的知識や技能に加えて、

新興・再興感染症に対する新たな検査法導入等に

も迅速かつ柔軟に対応できることが求められる。

これらを勘案して、ウイルス・細菌検査担当部署の

総論的なコンピテンシーリストも追加した。

3. 個々の地衛研における病原体検査部署の維持

強化に対する地全協内・支部内の連携強化

WHO により日本の国際保健規則(IHR) (8)core 

capacity に対する JEE(6)が 2018 年 2-3 月に実施

され、高い評価を得た中で national laboratory 

system D.1.4 laboratory quality system は 5 点

満点の 3 点という評価であった。

IHR に示された感染症の検査は、日本においては

感染研が一義的には対応することとなるが、近隣

諸国でのアウトブレイク等に際して検査依頼が急

増した場合に、しばしば地衛研の検査結果をスク

リーニングに活用されている。IHR Appendix 2 に
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疾患名が記されている痘瘡、野生型ポリオ、新型イ

ンフルエンザ、SARS、コレラ、肺ペスト、黄熱、ウ

イルス性出血熱（エボラ・ラッサ・マールブルグ）、

ウェストナイル熱、デング熱、リフトバレー熱、髄

膜炎菌感染症のうち 2009 年新型インフルエンザ発

生及び Event of potential international public 

health concern (PHEIC)とされた 2016 年 2 月以降

のジカウイルス感染症対応に際しては、感染研が

国内発生前にリアルタイム RT-PCR 法による診断プ

ロトコルを開発し、厚生労働省から全国地衛研に

配布された陽性対照品・プライマー・プローブ等を

用いてでスクリーニング検査（その後地衛研の検

査結果をもって確定扱いに変更）が実施された。

地衛研における輸入感染症を含む病原体検査体

制の維持・強化は、2020 年 2 月に指定感染症とな

った新型コロナウイルス感染症対策上必須である

とともに、東京オリンピック・パラリンピック 2020

等マスギャザリングを控えて、一層プライオリテ

ィが高くなっている。

4. 地域における中核機関としての地衛研の役割

地衛研は各地域（都道府県内の保健所設置市を

含む）における科学技術的中核機関としての役割

も期待されており、民間衛生検査所や保健所試験

検査課等への精度管理用検体提供等を担当してい

る地衛研も多い。自治体内にあるほかの病原体検

査機関との連携協力は、既存病原体の検査精度の

維持強化につながる。さらに 2020 年 5 月現在パン

デミックとなっている新型コロナウイルス感染症

など新興感染症対応においても、平時の連携体制

構築が健康危機対応時の迅速な対応につながると

考えられる。

5. 令和元年度研究活動の総括

本研究事業の最終年度は、赤痢菌検査、インフル

エンザウイルス検査のコンピテンシーリスト、及

び微生物検査担当部署のコンピテンシーリスト案

を作成し、これら及び細菌・ウイルス支部研修試行

成果を反映させたウイルス・細菌検査担当人材育

成に資する「ガイドライン提言」をまとめて、総合

研究報告書に付した。研修については、関東甲信静

支部ウイルス初任者研修も検討した。さらに米国

の体制及び地域における他検査機関との連携体制

についても検討した。

E. 結 論

地衛研ウイルス検査室及び細菌検査室について、

各々インフルエンザウイルスと赤痢菌を想定して、

EQA フィードバックを含む効果的な研修プログラ

ム等体制及びコンピテンシーリスト案を作成し、

人材育成ガイドライン提言に付した。コンピテン

シーリスト案や研修試行成果を含む本提言が、自

治体内における外部精度管理調査と関連研修制度

の確立・活用や、原則として各検査機関内で OJT が

できる体制の維持を含む教育訓練・研修・学会参加

等の必要性に対する認識共有につながり、ひいて

は JEEにおいて指摘(6)された検査体制の強化や感

染症による健康危機対応体制の維持強化につなが

ることを願う。

各地衛研における OJT や検査員による自己研鑽

の一助として、初任者研修講義などを素材とした

e-ラーニング(9)の開発も有用と思われる。

F. 健康危険情報

なし。

G.研究発表

1）論文発表

関連発表はなし。

2）学会発表

1. 松本昌門、泉谷秀昌、四宮博人、磯部順子、小

西典子、河村真保、勢戸和子、皆川洋子、大西 真

地方衛生研究所に対する外部精度管理体制と研修

システムの構築

第 93回日本細菌学会総会 2020.2.19. 名古屋市

H. 知的所有権の出願・登録状況

１．特許取得

なし

２．実用新案登録

なし

３．その他

なし
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9) CDC/STRIVE (States targeting reduction in 
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g/strive.html
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令和元年厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び 

地域における精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30-健危-一般-003） 

分担研究報告書 

 

地方衛生研究所関東甲信静支部ウイルス研究部会における人材育成研修について 

 

研究協力者 塚越 博之               群馬県衛生環境研究所  

 猿木 信裕               群馬県衛生環境研究所 

       水越 文徳        栃木県保健環境センター 

       貞升 健志        東京都健康安全研究センター 

       清水 英明        川崎市健康安全研究所 

地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部ウイルス研究部会   

 

研究要旨  
地方衛生研究所（地衛研）は、感染症対策において自治体の中でも重要な役割を果たしている。しか

しながら、各地衛研における人員や予算は限られており、検査に必要な知識や技術の承継も困難な状況
にある。地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部のウイルス研究部会では、このような状況に柔軟に
対応するため、講師を募り試験的に人材育成研修を実施した。研修は、ウイルス検査に必要な基礎的知
識および技術の習得を目的に行った。さらに、アンケート調査を行う事で、研修の必要性など研修効果
について調べた。研修参加者へのアンケート結果から、研修参加者は配属されてから1-2年と回答した人
が多かった（52.5%）が、公務員としての経験年数は11年以上の人が最も多くを占めた（40%）。また、
異動の有無については「異動がある」と回答した者が最も多く（77.5%）、配属後に職場でウイルス検査
に関する研修があるかどうかの質問には「無い」と回答した者が多かった（52.5%）。また、今後も研修
を存続させた方が良いとした意見が多く（82.5%）、取り扱ってほしい研修内容への要望も多岐にわたっ
た。さらに、研修後、関東甲信静支部の地衛研を対象としたアンケート調査では、研修を継続すべきか
どうかに対しては、「研修を継続すべきである」という意見が多かった（88.5%）。一方、研修に講師を
派遣することができないと考えている自治体が多かった（69.2%）。また、研修に取り上げてほしい内容
には、「トラブルシュート・検査の注意点」や「ウイルス分離」などの意見が多く寄せられた。これらの
ことから、ウイルス検査には職員歴はあるが検査経験が少ない者が従事している現状も明らかとなった。
また、研修の継続を望む回答も多く、各所属での研修が困難であるため研修を継続して実施していく必
要があると考えられたが、研修を行うための予算確保は今後の検討課題である。研修内容として扱って
ほしい項目の要望も多岐にわたっているが、経験や知識が必要な項目が多く地衛研での人材が不足して
きていることが示唆された。 

 

 

A. 研究目的 

地方衛生研究所（地衛研）は、地域保健法によ

り設置が義務づけられている保健所とは異なり、

法的設置義務がなく、地方自治体の条例により設

置されている。地衛研の設置目的や役割等は、厚

生労働省が発出した設置要綱 （地方衛生研究所

の機能強化について. 厚生省発健政第 26 号. 平

成 9 年 3 月 14 日）で示されており、実際に、

地域のくらしと健康を守るための機関として、都

道府県、政令指定都市と中核市、特別区の一部に

設置されており、科学的かつ技術的中核として、

関係行政部局、保健所等と緊密な連携の下に、調

査研究、試験検査、研修指導および公衆衛生情報

等の収集・解析・提供を行っている。地衛研にお

ける業務は多岐にわたるが、中でも感染症対策に

関する業務が最も重要であると考えられる。現在、

感染症対策における病原体検査では高度な技術

と知識が求められている。しかしながら、地衛研

における予算は削減傾向であり自治体間におけ

る格差が広がっていることや頻繁に行われる人

事異動によって検査技術の承継・維持が困難にな

っている現状がある。 
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地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部で

は支部活動の一つとしてウイルス研究部会を開

催している。平成 30 年 9 月 27、28 日に開催され

たウイルス研究部会における課題検討セッショ

ンでは、ウイルス検査に従事する人材を育成する

ため、支部独自で研修活動を行うことが提案され

た。その後、ウイルス研究部会の委員により人材

育成研修を開催することへの承認が得られ、令和

元年に関東甲信静支部として初めて人材育成を

目的とした研修を実施したのでその概要につい

て報告する。 

 

B. 研究方法 

人材育成研修会の開催 

令和元年 5 月 30 日に東京都健康安全研究セン

ターにおいて関東甲信静支部ウイルス研究部会

主催でウイルス検査に従事する人材を育成する

ための研修活動を行った（資料 1）。研修活動に伴

い、研修参加者に対するアンケート調査（資料 2）、

研修実施後に関東甲信静支部の地衛研を対象と

したアンケート調査（資料 3）を実施することで、

研修に対する振り返り評価を行った。 

 

C. 研究結果 

1．地衛研を対象とするアンケート調査実施 

 研修には、関東甲信静支部の 22 地衛研から 40

名が参加した。研修は、ウイルス検査に関する基

礎的な事項に関する講義とマイクロピペットの

使用法に関して簡単な実習を交えて行った（資料

1）研修会では、講義、実習に加えて東京都健康安

全研究センターの施設見学および自治体間の横

の連携を深めるための名刺交換も行った。 

研修参加者へのアンケート結果は、とりまとめ

た後、関東甲信静支部の地衛研に情報提供した

（資料 4）。アンケート結果から参加者は配属され

てから 1-2 年と回答した人が多かった（52.5%）

が、公務員としての経験年数は 11 年以上の人が

最も多かった（40%）。また、参加者の回答では、

異動の有無について「異動がある」と回答した者

が最も多く（77.5%）、配属後に職場でウイルス検

査に関する研修があるかどうかの質問には「無い」

と回答した者が、多かった（52.5%）。研修を継続

すべきかどうかについては、今後も存続させた方

が良いとした意見が多く（82.5%）、廃止すべきと

した意見は無かった。研修内容については、取り

扱ってほしい項目としてウイルス培養法や系統

解析法などが様々な項目が上げられた。 

 研修後には関東甲信静支部の地衛研を対象と

したアンケート調査を行った。結果は集計後、関

東甲信静支部の地衛研に情報提供した（資料 5）。

アンケート結果からは、研修を継続すべきかどう

かに対しては、「研修を継続すべきである」とい

う意見が多かった（88.5%）。一方、研修に講師を

派遣することができないと考えている自治体が

多かった（69.2%）。また、研修に取り上げてほし

い内容には、「トラブルシュート・検査の注意点」

や「ウイルス分離」などの意見が多く寄せられた。 

 

D. 考 察 

地衛研が、人材育成の重要性を把握し自主的に

独自でウイルスを検査する人材を育成するため

の研修活動を行った。アンケート結果からも、研

修の必要性は検査員・所属ともに十分に認識され

ていること、さらには研修で取り上げてほしい内

容にも多くの意見が寄せられていることから、今

後も継続して研修を行っていく必要性が明らか

となった。定員枠や出張費（宿泊費）等の予算の

削減があり、長期間に渡る国立保健医療科学院の

研修に参加できない地衛研もあるが、1 日程度の

短期間ならば研修に参加できるという意見もあ

ることから、地衛研の機能維持のためには重要な

取り組みであると考えられる。 

研修では、基礎的で簡易な実習（マイクロピペ

ット操作法）も行ったが、研修では実習に対する

期待度が高く、高度な検査技術を維持するために

実習は必要不可欠である。しかしながら、実験室、

試薬代などで多くの予算が必要となる。本研修で

は、比較的安価な消耗品を持ち合うことで、実習

を行ったが、今後の実習内容によっては予算が必

要となることも想定される。幸いウイルス研究部
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会では、講師の旅費に関しては部会費から負担す

ることが総会で了承されたが、アンケート調査の

結果からも消耗品等の予算の必要性は認識され

ており、研修活動に必要な試薬や資材等を確保す

るため、必要性を含めて十分に議論していく必要

がある。 

アンケートから職場での研修体制は無く、講師

として派遣できる人材も不足していることも明ら

かとなった。このことは、各自治体における人員の

削減・予算の削減、さらには団塊の世代の退職等に

よって、専門的な技術や知識の承継・維持が困難に

なってきていることを表していると考えられる。

したがって、所謂“横の連携”によって知識や技術

を伝えていくことの重要性が増していると考えら

れる。また、“横の連携”は、広域にわたる感染症

集団発生事例などでは迅速な情報交換などにもつ

ながることもあるため、人材を育成するという目

的にとどまらず、感染症対策においては重要な取

り組みとなる。 

研修で取り扱ってほしい内容では、「トラブルシ

ュート・検査の注意点」や「ウイルス分離」が多か

ったが、いずれも経験と知識を必要とする分野で

ある。したがって、各地衛研において十分な知識と

経験を持った職員が不足している可能性があるた

め、人材が枯渇する前に相互協力により人材を育

成・維持する取り組み・努力が必要である。 

本研修は、関東甲信静支部ウイルス研究部会が

中心となって行った今までになかった取り組みと

いえる。既に令和 2 年度も実施することが決定し

ており、継続して取り組んでいくことにより安定

的に人材を育成できることにつながっていくこと

を期待してやまない。 

 

E. 結 論 

本研修は、関東甲信静支部のウイルス研究部会

を中心として、自治体間の”横の連携”を基盤とし

た取り組みであり、地衛研のための、地衛研の実

情に合わせた研修になったと考えている。本研修

については令和2年度も実施することが決定して

いることから、今後継続して取り組んでいくこと

により安定的に人材を育成できることにつながっ

ていくと考えられる。 

 
Ｆ. 健康危険情報 
無し 

 

G. 研究発表 

第 34回関東甲信静支部ウイルス研究部会. ウ

イルス研究部会主催の人材育成研修について. 

群馬県衛生環境研究所 

  



 

 

平成 31年度 関東甲信静支部ウイルス研修会（初級編） 

プ ロ グ ラ ム 

 

主催 

関東甲信静支部ウイルス研究部会 

 

令和元年５月３１日（金） 

東京都健康安全研究センター 7F, 7D会議室 

 

09：15～ 開会                          

    

09：16～09：20 オリエンテーション（群馬県衛生環境研究所 塚越 博之） 

講師紹介 

 

09：20～10：20 講 義（東京都健康安全研究センター 貞升 健志 ）     

・感染症法について（病原体サーベイランス等） 

 

10：20～11：20 講 義（川崎市健康安全研究所 清水 英明）    

・DNAウイルスの検査と疫学 

 

11：20～11：25 休 憩 

 

11：25～12：00 施設見学（2班に分かれる）             

・実験室、機器室、BSL3 

 

12：00～12：40 ***************** 昼 休 み ****************** 

 

12：40～13：20                          

・名刺交換会（各自名刺をご用意ください） 

 

13：20～13：50 講 義（群馬県衛生環境研究所 塚越 博之） 

・ウイルス検査における精度管理 

 

13：50～14：00 休 憩 

 

14：00～15：30 講 義・実 習（栃木県保健環境センター 水越 文徳） 

・マイクロピペット使用法 

 

15：30～16：00 アンケート 

 

16:00      閉 会    

資料 1 



 

関東甲信静支部ウイルス研究部会における人材育成研修に関するアンケート 

 

 

Q1 ご自身の衛生研究所配属年数と公務員歴を教えて下さい 

  衛生研究所（   ）年目， 公務員歴（   ）年目 

 

Q2 ご自身のバックグランド（履修学歴等）を教えて下さい 

  最終学歴（         ）（例： 博士、修士、学士、その他） 

  職種  （         ）（例： 獣医師、薬剤師、臨床検査技師、化学 等） 

 

Q3 学会や論文の発表経験についてお聞きします※該当する項目に○ 

  学会発表の経験（ 有  ・  無 ）， 論文発表の経験（ 有  ・  無 ） 

 

Q4 所属内に検査についての専門的な相談ができる上司・先輩がいますか ※該当する項目に○ 

   いる（    ）， いない（   ）， わからない（   ） 

   「いる」を選択した場合、人数も教えてください   （       人） 

 

Q5 貴所（都、県、市等）の異動についてお聞きします ※該当する項目に○ 

   異動有（    ）⇒異動の程度（    年間に 1回） 

異動なし（    ）， わからない（   ）  

 

Q6 研修活動を継続すべきか※該当する項目に○ 

  （  ）このまま継続すべき，  （  ）廃止も含めて要検討 

（  ）やり方を変えて継続すべき（よい方法があれば下の括弧にご記入ください） 

{                                    }  

 

Q7 今回の研修について※該当する項目に○ 

  開催時期は  （   ）適切， （    ）変更した方が良い⇒（   月頃） 

 

Q8 研修における費用について※該当する項目に○ 

   ※今回の研修では東京都から印刷・会議室の使用などで多くの支援をいただいております。 

（   ）参加費を取るべき⇒Q8へ 

（   ）参加費を取らない方が良い(Q8 は回答不要) 

 

Q9 参加費について 

   8-1 参加費として妥当な金額         円 

   8-2 参加費の使い方として適切なものはどれか（複数回答可）※該当する項目に○ 

   資料代（   ），  試薬代（  ），  講師の交通費（   ），   

その他（            ） 

   8-3 参加費の管理はどこが行うべきか※該当する項目に○ 

   ウイルス部会（   ）， 支部長（   ）， その他（        ）      

 

Q10 職場における研修プログラムや研修会がありますか 

   （   ） ある⇒Q10へ， （  ）ない(Q10は回答不要) 

資料 2 



 

 

Q11 研修プログラムや研修会にはどんな内容が含まれていますか（複数回答可）※該当する項目に○ 

   （   ）病原体に関する基本的な知識 

   （   ）検査結果の取り扱いなどに関する基本的な知識 

  （   ）マイクロピペットなど基本的な器具の使用方法 

   （   ）病原体の取り扱い 

   （   ）遺伝子などの取り扱い 

   その他（                             ） 

 

Q12 研修の内容について※該当する項目に○ 

 4-1 研修の量は  

（   ）多い，（  ）やや多い，（  ）適切，（  ）やや少ない，（  ）少ない 

  4-2 研修の内容は※該当する項目に○ 

（   ）難しい，（  ）やや難しい，（  ）適切，（  ）やや簡単，（  ）簡単すぎる 

 

Q13 研修に組み込んだ方が良い内容があればご記入ください 

                                                            

 

 

 

Q14 その他、ご意見がありましたらご記入ください 

                                        

 

 

 

 

 

 

※ご協力ありがとうございました。 

  



 

 

関東甲信静支部ウイルス研究部会における人材育成研修に関するアンケート 

（11月 22日までに、FAX：027-234-8438 または E-mail: tsuka-hiro@pref.gunma.lg.jp までご回答願います） 

以下のアンケートにご協力をお願い致します。 

該当する括弧内に○をつけて必要に応じて理由の記載をお願い致します。 

 

Q1 平成 31（2019）年度の研修活動に参加しましたか。 

   参加した     （   ）（   名参加） 

参加しなかった（   ）（理由:                         ） 

 

Q2 人材育成に関する研修活動をウイルス部会として継続すべきと思いますか。 

   継続すべき（   ）（理由：               ） 

継続すべきでは無い（   ）（理由：               ）  

その他（   ）（理由:                         ） 

 

  以下は Q1で「継続すべき」を選んだ場合のみご回答ください。 

Q３ 研修活動を行う場合の主催（主な事務担当）はどこがすべきか。 

   （  ）関東甲信静支部における支部長自治体 

   （  ）ウイルス部会主催自治体 

   （  ）その他 （具体的に                      ） 

   

Q4 今年度の研修では参加費の徴収は行いませんでしたが、今後、実習で使用する消耗品費

として会費を集めた方がよいとの意見もあることから参加費に関するご意見があればご記

入ください（また、参加費として妥当な金額もなるべく具体的にご記入ください）。 

（                                      ） 

 

Q5 研修会における講師の選定について、今後、誰がどのように選ぶべきかについて意見が

あればご記入ください。 

また、貴所から講師の派遣が可能でしょうか。 

   講師選定に関する意見 

（                                      ） 

派遣できる  （    ）【分野：               】 

派遣できない （    ） 

 

Q6 今後、研修会で取り上げて欲しい内容があればご記入ください。 

 （                                                            ） 

 

Q7 研修を行う場所と時期について、ご意見がありましたらご記入ください。 

（                                 ） 

 

Q8 その他、ご意見があればご記入ください。 

 （                                       ）       

※ご協力ありがとうございました。 

回答   施設名：             担当者：                    

資料 3 
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人材育成研修の
アンケートまとめ

2019.5.31実施アンケートから

2019.9.26

Q1 配属年数と公務員歴

0

5

10

15

20

1～2年 3～5年 5～10年 11年以上

（人）

公務員歴

配属年数

(n=40)

Q2 最終学歴と職種

（人）

0

5

10

15

20

学士 修士 博士 その他

最終学歴

0

5

10

15

臨床検査技師 獣医師 薬剤師 その他

職種（人）

(n=40)
一部無回答あり

Q3 学会発表と論文発表
（人）

あり

なし

23

7

16

33

0%

20%

40%

60%

80%

100%

学会発表 論文発表 (n=40)
一部無回答あり

Q4 所属に相談できる上司がいるか

いる いない

相談できる上司がいるか 33 ７

「いる」場合の平均人数： 2.53人

（回答数）

Q5 人事異動について

（回答数）

異動有 異動無 わからない

31 6 3

異動がある場合の年
数不明 3年 4年 5年 3～4年 3～5年 2～5年 5～6年

2 7 3 4 3 6 1 2

※3名は年数記載無し

異動の状況

（回答数）

資料4

tsuka-hiro
四角形
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Q6, 7 継続すべきか, 開催時期
適切

変更した方がよい

33 36

0%

20%

40%

60%

80%

100%

存続 開催時期

継続した方が良い

やり方を変えて継続

※廃止という意見はゼロでした。 (n=40)

Q8, 9 研修費用, 金額

取るべき

取らない方がよい

15

23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

研修費用

金額(円) 回答数

1,000 2
2,000 3
3,000 1
5,000 2

1,000-3,000 1
その他* 5

◎参加費を取る場合
妥当と考えられる研修費用

*その他
内容による
印刷、会試室の使用料分
ウイルス部会参加費の半額程度
実費
わからない

※無回答者あり

Q9 参加費の管理と使い道

ウイルス部会 支部長

12 2

資料代 試薬代 講師等の交通費 わからない

14 11 10 1

◎研修費用（参加費）の使い道

総回答数14

複数回答

◎研修費用（参加費）を徴収した場合の管理は誰がするのか

Q10,11 職場での研修

ある

無い

19

21

0%

20%

40%

60%

80%

100%

職場での研修

職場研修の内容 回答数

病原体に関する知識 13

検査結果の取り扱い方 5

ピペットなどの使用方法 5

病原体の取り扱い方 16

遺伝子の取り扱い方 7

その他 3

複数回答

(n=40)

Q12 今回の研修の量と難易度

（人）

31

0

5

10

15

20

25

30

35

多い やや多い 適切 やや少ない 少ない

26

0

5

10

15

20

25

30

難しい やや難しい 適切 やや簡単 簡単すぎる

（人）
研修の量 研修の内容（難易度）

(n=40)

Q13 今後, 組み込んで欲しい内容
• 初心者、中級者等経験別の内容、実施

• PCRの反応チューブへの分注など、もっと細かい作業を組み入れても良いかと思われます

• インフルエンザなどのウイルス培養について一通り研修を受けたい。実際に接種して、細

胞変性など見て学びたい。

• トピックスになっている分野について触れるといいのかなと思います。（デング熱、オリパラ

開催時に想定される感染症リスクと対応策）

• 培養細胞に関する研修

• 分子疫学解析、ウイルス分離培養

• PCR、リアルタイムPCRの基礎（原理、検査手技）

• 系統樹解析

• マルチプレックスなど、スクリーニングに使える今までのマニュアルより良い新しい検査法

をくわしく説明してほしい。

• 成功する方法もですが、失敗する方法を見せる研修があると良いと思います。
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Q14 その他のご意見
• 名刺交換、ピッペットで水をとり量を量る操作等はぐだぐだしていた。もし今後も実施するなら、説明方
法ややり方を考えた方が良いと思います。アイスブレイクとして行うならこのままでも良いと思います。

• 今回のような初心者向けの内容はありがたいです。講義形式の場合、今回のような席の配置だと見
づらかったです。

• 研修の企画及び実施ありがとうございました。経験年数？にカテゴリーされましたが、大変勉強にな
る内容でした。部に若手職員が配属された際には本日の内容を伝えられればと思います。

• 昼食時間が十分とれなかったので、持参するようにアナウンスした方が良いのではないでしょうか。
• 有意義な研修でした。初心者でも分かりやすい説明で大変有り難かったです。
• 水やグリセリンに色があると分かりやすい
• グループ内又は参加者同士で情報交換できる時間がもう少しあるといいと思いました。

• あまりウイルス検査の経験がない段階では講義は難しい内容でした。内容を易しくするか、研修時期
を遅くしてほしいです。持参するものや名刺への書き込みなど、もう少し早くご連絡いただけると幸い
です。

• 今回とても勉強になりました。強制的な名刺交換は良かったと思います。何かあった時に色々うかが
える人脈が出来たと思っています。

• ウイルスの講義は前知識がないと難しいと思いました。実習で何をすべきか伝わってない人が多かっ
たです。

• 今回は本当に有意義な研修をありがとうございます。
• ピペット操作は、言われたらその通り!!という内容でしたが、間違っていたことも有り、とてもためになり
ました。

• ピペットを使った実習の時間がもう少しあると良かった。
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研修後アンケート結果
(まとめ)

－令和元年10月30日実施分－

群馬県衛生環境研究所
塚越 博之

23

3

継続すべき その他

Q1 
2019年度の研修活動に参
加しましたか.

23

3

参加 不参加

Q2 
人材育成に関する研修活
動をウイルス部会として
継続すべきと思いますか.

Q3
研修活動を行う場合の主催
（主な事務担当）はどこが
すべきか．

10

11

4

支部長自治体

ウイルス部会
その他

5

14

3

0円（無し） 1-2000円
2001円以上

Q4
参加費に関する意見．

4

18

2

派遣できる 派遣できない
その他

Q5
講師の派遣が可能か．

Q5
講師の選定方法について．

6

4

5

経験豊富 事務局一任 その他

Q6 研修で取り上げてほしい内容
分野 回答数
トラブルシュート・検査の注意点 9
ウイルス分離 8
バイオセーフティ 4
系統解析 4
リアルタイムPCR 4
シークエンス 3
細胞培養 2
ノロウイルス検査 2
蚊媒介感染症 1
流行中しているウイルスの検査 1
HA・HI 1
論文のまとめ方 1

（回答の中からキーワードを抜粋）

Q7研修を行う場所と時期

4月 5月 6月 7月 その他

場所 時期

場所 回答数

東京※ 18

神奈川 1

千葉 1

その他 1

※東京は東京都近辺や周辺を含む

（意見の中から抜粋して集計）

6月

7月
5月

資料5

tsuka-hiro
四角形
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Q8 その他
• 新任者向けは必須で今回は非常に良かった。いずれは中級者用の研修も実施をお願
いしたい

• 定員・予算削減等により、地研の機能低下が全国的に危ぶまれるので、ぜひとも継
続していただきたい研修です

• グループディスカッションなどの時間があると交流を深められると思う。継続的に
実施することで関係者の交流が深まると思う

• 毎年同じ内容ではなく、ウイルス検査に関する詳細なテーマを設定してローテー
ションで実施してほしいです

• 研修会でわからなかったことを確認するために、研修終了後、情報交換会（有志）
があっても良いと思います

• 日頃の業務で生じる疑問等の解決の場として、ぜひ開催を継続させていただきた
い。国立保健医療科学院等で開催しているウイルス学概論等についても研修で取り
上げてもらえるとありがたい（長期研修への参加は困難であるが、単発での開催だ
と参加しやすい）

• 所で出席者が復命講習すれば、毎年の開催は必要無いと思われますが、隔年等定期
的な開催を希望します。部会の負担の大きさを考えると、本来は国による開催が望
ましいと思います。
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び 

地域における精度管理に関する協力体制構築に向けた研究 

分担研究報告書 

 

2. 赤痢菌検査のコンピテンシーリスト活用の検討と支部単位細菌研修の試行 

 

研究協力者 河村 真保          東京都健康安全研究センター 

 小西典子           東京都健康安全研究センター 

 鈴木 淳 東京都健康安全研究センター 

 貞升健志 東京都健康安全研究センター 

 磯部順子 富山県衛生研究所 

 勢戸和子 大阪健康安全基盤研究所 

 濱崎光宏        福岡県保健環境研究所 

山下育孝        愛媛県立衛生環境研究所 

山田和弘 愛知県衛生研究所 

 高崎 智彦                                神奈川県衛生研究所 

松井真理                              国立感染症研究所 

泉谷秀昌 国立感染症研究所 

 村上光一        国立感染症研究所 

大西 真 国立感染症研究所 

研究分担者 四宮博人 愛媛県立衛生環境研究所 

松本昌門 愛知県衛生研究所 

研究代表者 皆川洋子 愛知県衛生研究所 

 

研究要旨：前研究班で実施した外部精度管理試行のフィードバックとして、また本研究班の目的である

人材育成の一環として本年度は赤痢菌検査コンピテンシーリストを用いた支部単位細菌研修ひな型の

作成、及び支部単位研修の試行を行った。地衛研で実施する 3日間の研修のひな型では研修初日にコン

ピテンシーリストを用いた理解度の確認を行い各自の到達度を確認する。そして研修最終日に再度コン

ピテンシーリストの確認を行う。このような振り返りによってコンピテンシーリストの理解度を高める

ことが可能になると思われる。また、赤痢菌検査のコンピテンシーリストを令和元年度保健医療科学院

細菌研修で活用することが出来た。地衛研支部（ブロック）の活用による支部単位研修等の在り方の検

討として愛知県衛生研究所において東海・北陸支部細菌研修試行を実施した。また、同時に検査室の実

地調査を行った。何れも大きな問題なく行うことが出来たことから今後の支部単位研修及び実地調査の

参考とすることが出来ると思われた。 

  

A. 研究目的 

平成 28 年 4 月改正感染症法施行に伴い地方衛

生研究所（地衛研）では「病原体検査の質」を確

保する必要性が生じた。そこで前研究班では外部

精度管理体制構築のため、赤痢菌検査の外部精度

管理試行を実施した。 

本研究班では前研究班活動を引き継ぎ人材育

成の一環として病原体検査レベルの底上げ及び
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均一化を図るために、昨年度は検査担当者等に求

められる赤痢菌検査のコンピテンシーリストを

作成した。 

今年度は作成した赤痢菌検査のコンピテンシ

ーリストの活用例の検討、地衛研支部（ブロック）

の活用による支部単位研修の試行、及び検査室の

実地調査を行った。 

 

B. 研究方法 

1. 赤痢菌検査のコンピテンシーリストを用いた

支部単位細菌研修ひな型の作成 

令和元年 10 月 17 日午後、18 日午前の両日に細

菌小班メンバー6 名（国立感染症研究所（感染研）

2 名、東京都健康安全研究センター、富山県衛生

研究所、大阪健康安全基盤研究所、及び愛知県衛

生研究所各 1 名）及び愛媛県立衛生環境研究所四

宮博人細菌小班長（18 日のみ参加）が愛知県衛生

研究所に集まり現在行っている研修等を参考に

して作成等を行った。 

2. 検査室の実地調査 

 令和元年 10 月 17 日午後に細菌小班メンバー5

名による細菌研究室の実地調査を行い、指摘事項

を記入用紙「愛知県衛生研究所 細菌研究室現地

調査所見」に記入した（表 1）。  

C. 研究結果 

1．赤痢菌検査のコンピテンシーリストを用いた

支部単位細菌研修ひな型の作成 

・感染研及び地衛研の研修の実施状況 

支部単位細菌研修ひな型作成の参考にするた

め、感染研及び地衛研（細菌小班）で行っている

研修についてまとめた。感染研は地衛研からの依

頼があれば応じている。具体的には MLVA 研修会、

希少感染症診断技術研修会、細菌研修（3 週間ま

たは 1 週間コース）、NGS（次世代シークエンサー）

研修、個別指導等各種の研修を行っていた。また、

地衛研は保健所職員に対して年 2 回、三類感染症

または／かつ食品検査について 1 から 3 日間実施

していた。これらのことから感染研、地衛研何れ

も充分な経験を有しひな型作成の参考とするこ

とが出来た。 

・赤痢菌検査コンピテンシーリストを用いた支部

単位細菌研修ひな型 

 前述の研修実施状況を参考にして作成した支部

単位細菌研修ひな型を表 2 に示した。 

 参加者は研修初日午後にコンピテンシーリスト

の概要説明を受けた後、研修初日での理解度のチ

ェックを行う。そして 3 日間の研修で病原菌の分

離・同定、PCR 検査及び病原菌のトピックス等の

講義を受ける。研修最終日午前に再びコンピテン

シーリストのチェックを行い理解度の再確認を

行う。このようにコンピテンシーリストを研修の

初日と最終日に確認することで研修内容の理解

度を高めることが出来ると思われる。 

 また、令和元年度保健医療科学院細菌研修   で

の「腸管系病原菌検査各論 赤痢菌」講義の際に

細菌小班メンバーが講師となり、資料として赤痢

菌検査のコンピテンシーリストを配布し，このリ

ストに書かれているコンピテンシーの理解を求

めた。  

3．東海・北陸支部細菌研修試行 

  本研究班の目標のひとつに地衛研支部（ブロ

ック）の活用による支部単位研修等の在り方の検

討がある。そこで本研究班が平成 29 年度に実施

した赤痢菌精度管理及び平成 30 年度厚労省外部

精度管理事業（腸管病原性大腸菌）についてフィ

ードバック研修を実施した。その概要は以下の通

りである。 

外部精度管理調査（EQA）フィードバック研修 

日時：10 月 18 日 午後 1 時～5 時 

参加者：東海・北陸支部地衛研細菌担当 8 名、民

間検査機関 1 名、愛知衛研 細菌研究室 6 名 

研修内容 

（1）平成 29 年度施行分 平成 29 年度精度管理赤

痢菌検査 標本の作成 赤痢菌の検査と精度管理 

感染研 村上光一、愛知衛研 松本昌門 

（2）平成 30 年度分 厚労省外部精度管理事業「腸

管出血性大腸菌」感染研 伊豫田淳 

（3）カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の

検査 感染研 松井真理 

（4）総合討論 

（1）及び（2）では外部精度管理の結果を踏ま

えた検査の注意点に加え、赤痢菌及び腸管病原性
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大腸菌の我が国の発生状況、精度管理検体の特徴

等について解説を行った。（3）では CRE の検査法、

我が国の検出状況等について講義を行った。（4）

では受講者及び演者の間で活発な議論が行われ、

有意義な研修会であった。 

4．検査室の実地調査 

  支部単位研修試行に当たり適切な施設整備の

確保は人材育成・確保と不可分と考えられる。こ

のことから東海・北陸支部細菌研修試行が開催さ

れる前日 10 月 17 日午後 4 時から細菌小班メンバ

ー5 名による生物学部細菌研究室の実地調査を行

った。それぞれの研究室の指摘事項及び改善点は

以下の通りである。 

・病原細菌実験室（BSL2） 

指摘事項 

1）病原細菌実験室の実験台は消毒しやすいよう

なるべく物を置かない。 

2）地震に備え、使用済みの試験管等は置き場所を

工夫する。 

3）試薬の転倒防止が不十分。 

4）グローブの位置をもう少し明確にした方が良

い。 

5）安全キャビネット内でのガスバーナー使用に

ついて検討する。 

改善点 

1）実験台の整理整頓に努める。 

2）使用した試験管等は出来るだけ速やかに廃棄

する。 

3）試薬棚にはガラス製の試薬瓶等を置かない。 

4）実験台の整理整頓を行いグローブの置き場所

を分かりやすくする。 

5）安全キャビネット内では極力ガスバーナーの

使用を避ける。 

・細菌高度安全実験室（BSL3） 

指摘事項 

1）BSL3 では帽子を含め予防着を確実に着用する。 

2）BSL3 前室に着替えの予防着を置く。 

改善点 

1） BSL3 入室の時は帽子、グローブ、白衣を確実

に着用する。 

2） 前室に帽子、グローブ、白衣を用意し着用後

BSL3 に入室する。 

・細菌第 1＆2 遺伝子実験室 

指摘事項 

1）遺伝子検査室１でピペットの個体別がなく較

正歴が不明 

2）遺伝子検査の区分けが行われていた。 

3）遺伝子検査室は検査を行うためのスペースが

充分ある。 

4）動線はよく考えられている。 

改善点 

1）ピペットを個体別出来るようにする。定期的に

較正を行う。 

・細菌培地調製室 

指摘事項 

1）培地に使用する毒物・劇物庫が培地作成室に見

当たらない。 

2）培地ごとに使用期限等管理がなされている。 

改善点 

1）細菌培地調製室のスペースが限られているた

め隣接する細菌観察室に置いている。 

 

D. 考察 

 前研究班で実施した外部精度管理試行のフィー

ドバックとして、また本研究班の目的である人材

育成の一環として、本年度は赤痢菌検査コンピテ

ンシーリストを用いた支部単位細菌研修ひな型

の作成及び支部単位研修の試行を行った。 

地衛研で実施する 3 日間の病原菌検査研修のひ

な型では、研修初日にコンピテンシーリストを用

いた理解度の確認を行う。そして研修最終日に再

度コンピテンシーリストの確認を行う。このよう

な振り返りによりコンピテンシーリストの理解

度を高めることが可能になると思われる。 

また、赤痢菌検査のコンピテンシーリストを令

和元年度保健医療科学院細菌研修で活用するこ

とが出来た。 

 地衛研支部（ブロック）の活用による支部単

位研修等の在り方の検討として愛知県衛生研究

所において東海・北陸支部細菌研修試行を実施し

た。また、同時に検査室の実地調査を行った。何

れも大きな問題なく行うことが出来たことから



22 

今後の支部単位研修及び実地調査の参考とする

ことが出来ると思われた。 

 

E. 結論 

 赤痢菌検査コンピテンシーリストを用いた支部

単位細菌研修ひな型の作成を行った。また、東海・

北陸支部地衛研細菌担当者を対象に外部精度管

理調査（EQA）フィードバック研修を行った。さ

らに、研修と同時に検人材育成・確保と不可分と

考えられる検査室の実地調査を行った。    

 

F. 健康危険情報 

 特になし 

 

G. 研究発表 

学会発表 

地方衛生研究所に対する外部精度管理体制と研

修システムの構築  

松本昌門、泉谷秀昌、四宮博人、磯部順子、小西

典子、河村真保、勢戸和子、皆川洋子、大西 真 

第 93 回日本細菌学会総会 2020.2.19. 名古屋市  

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし
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表 1 愛知県衛生研究所 細菌研究室現地調査所見 

研究室        記入者氏名                        
項 目 問 題 な

し 
問 題 あ
り 

非該当 

・人員配置    
・検査室設備    
  バイオセーフティの観点から    
  遺伝子検査相互汚染予防の観点から    
・培地について    
・機器（ふらん器、遠心機、電気泳動装置、検出器
の老朽化等）について 

   

・検査室の運用（動線について）    
・試薬管理について    
・SOP・記録等文書について    
・外部精度評価、内部精度管理について    
・その他    

 
 
 
 
  

自由記載欄 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
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表 2 赤痢菌検査コンピテンシーリストを用いた支部単位細菌研修ひな型 
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令和元年度厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業 

「病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び地域に 

おける精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30-健危-一般-003）」班 

細菌小班支部研修試行次第 

 

日 時：令和元年 10月 18日（金）13時から 17時まで(庁舎見学を含む) 

場 所：愛知県名古屋市北区辻町字流７－６   

     愛知県衛生研究所 第一会議室 

 

１ 開会 

   挨拶            細菌小班長・地全協副会長 四宮 博人 

挨拶               愛知県衛生研究所長 杉浦 嘉一郎 

２ 研修試行 

                   座長 四宮博人（愛媛県立衛生環境研究所） 

                      皆川洋子（愛知県衛生研究所・生物学部） 

 

２－１ 外部精度管理調査(EQA)フィードバック研修(1) 平成 29年度試行分 

     平成 29年度精度管理赤痢菌検査 標本の作製 

           村上 光一（国立感染症研究所・感染症疫学センター） 

     赤痢菌の検査と精度管理 

       松本 昌門（愛知県衛生研究所・生物学部） 

 

２－２ 外部精度管理調査(EQA)フィードバック研修(2) 平成 30年度分  

厚生労働省外部精度管理事業「腸管出血性大腸菌」       

伊豫田 淳（国立感染症研究所・細菌第一部） 

 

２－３  カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の検査 

            松井 真理（国立感染症研究所・薬剤耐性研究センター） 

 

２－４ 総合討論 

 

３ 研修閉会 

挨拶               愛知県衛生研究所次長 岡田 英幸 

 

４ 庁舎見学（希望者） 
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令和元年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 
「病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び地域における 

精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30-健危-一般-003）」班 
分担研究報告書 

3．インフルエンザウイルス検査担当部署のコンピテンシーリストについて 

 
  研究分担者 宮﨑 義継、岡本貴世子 国立感染症研究所 

      皆川 洋子  愛知県衛生研究所 

  研究協力者 渡邉、真治、高下恵美、影山 努  

国立感染症研究所 

     高橋 雅輝  岩手県環境保健研究センター 

      長島 真美、千葉隆司  東京都健康安全研究センター 

廣井 聡  大阪健康安全基盤研究所 

豊嶋 千俊、山下育孝 愛媛県立衛生環境研究所 

芦塚 由紀   福岡県保健環境研究所 

岸本 剛  埼玉県衛生研究所 

令和元年度インフルエンザウイルスコア・サポート地衛研メンバー 

（北海道立衛生研究所、岩手県環境保健研究センター、東京都健康安全研究セ

ンター、横浜市衛生研究所、愛知県衛生研究所、石川県保健環境センター、大

阪健康安全基盤研究所、堺市衛生研究所、愛媛県立衛生環境研究所、福岡県保

健環境研究所、沖縄県衛生環境研究所） 

齋藤 典子、斎藤 友睦、安井 善宏  

愛知県衛生研究所 

 

研究要旨  

 地方衛生研究所(地衛研)ウイルス検査担当者人材の確保及び育成に資する目的で、地衛研インフルエ

ンザウイルス検査担当部署のコンピテンシーリスト案を作成した。細菌小班で作成した赤痢菌のコンピ

テンシーリスト、及び研究班全体で検討中の微生物検査担当部署のコンピテンシーリスト案と併せ、地

衛研微生物担当部署人材育成の一指標として、On-the-Job Training や長期的人材確保への活用が期待

される。 

 

A. 研究目的 

 平成 28 年 4 月に改正された感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10

年法律第 114 号。以下「感染症法」）では、自治体

等が実施する病原体情報の収集に法的根拠が付

与され知事等の事務となった。感染症法に基づい

て感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体

の検査を行う地方衛生研究所（地衛研）・保健所等

の施設では、内部精度管理・外部精度管理調査や、

検査員への研究計画作成等を通じて検査の質を

確保することが求められている。1)本研究では、

インフルエンザウイルス検査担当者の確保育成

を目的として、初年度にインフルエンザウイルス

検査の外部精度管理調査(External Quality 

Assurance:EQA)のフィードバック研修及び検査

室の外部調査を試行した。2) 今年度は、地衛研に

おけるインフルエンザウイルス検査担当部署の

コンピテンシーリスト案を作成した。 

 

B. 研究方法 

 米国の地方衛生研究所(State Public Health 

Laboratory)と疾病制御センター(Centers for 
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Disease Control:CDC)が作成したコンピテンシ

ーリスト 3)と、「検査施設における病原体等検査の

業務管理要領」1)、及び本研究初年度に実施した

「平成 30 年度ウイルス小班 実地調査及び研修」

や実地調査試行結果 2)も参考にして、インフルエ

ンザコア・サポート地衛研（他病原体のレファレ

ンスセンターに相当）と国立感染症研究所（感染

研）インフルエンザウイルス研究センター、同感

染症疫学センター、地全協感染症対策部会等のウ

イルス検査関係者が協力して、資料に付したコン

ピテンシーリストを作成した。 

 

C. 研究結果 

 地衛研インフルエンザウイルス検査担当者、検

査区分責任者、部門管理者が習得若しくは理解す

るべき事項として、９つのコンピテンシーと合計

50 個のサブコンピテンシーから成るリストを作

成し、案として資料 3のとおり提示した。 

 リスト作成の議論にあたり、専門性・習熟度レ

ベルの尺度に用いた「検査区分責任者」及び「部

門管理者」は、その任にあたる個人が全てを充足

することが望ましくはあるが、熟練した職員が職

場内に在籍する状態を維持することの重要性が

認識された。 

 

D. 考 察 

 地衛研ウイルス担当者にとってインフルエン

ザウイルスは、現状の感染症発生動向調査で感染

症法に基づく指定提出機関から病原体検索用の

検体が提出される唯一の病原体であるとともに、

新型インフルエンザや鳥インフルエンザのヒト

感染など健康危機対応の対象としても重要な位

置を占めている。さらに感染症流行予測調査に協

力する場合、抗体価測定技術も求められる。 

 さらに地衛研は、自治体等において地域住民の

健康を守る保健行政部署に必要な試験検査・調査

研究を担当しており、ウイルス検査部署の職員に

はウイルス学の基礎と的確な検査技術に加えて、

感染症発生動向調査のシステムや、検査結果のも

つ行政上の意味や影響に関する理解も求められ

る。感染症発生動向調査における病原体情報に加

えて、地域や全国の患者情報についても関心を持

つことや、地域の情報を一定の年数追跡している

職員が切れ目なく在籍していることが望まれる。 

 2009 年の新型インフルエンザ発生時に、地衛研

は、自治体において患者の診断及び退院の判断に

用いる陰性確認用のリアルタイム RT-PCR 検査を

実施する部署としてマスメディアに取り上げら

れた。2020 年 5月現在パンデミックとなっている

新型コロナウイルス感染症対応においても、地衛

研には 2020 年 5 月現在ウイルス遺伝子検査の確

実な実施が求められている。歴史を振り返っても

パンデミックがいつ起こるか予測することは困

難と考えられるので、検査部署の人材を切れ目な

く確保する必要性が再認識された。 

 

E. 結 論 

 2 年間の本研究期間内に、細菌小班では赤痢菌
4)、ウイルス小班では当インフルエンザウイルス

検査部署を対象とするコンピテンシーリストを

作成した。総合研究報告書に付した人材育成に関

する提言には、上記に加えて、微生物（ウイルス・

細菌）検査部署のコンピテンシーリスト案を提示

している。これらのコンピテンシーリストには検

査担当部署の職員が獲得すべき技能・知識を具体

的に羅列したので、適切な人材のリクルートなど

長期的人事を見据えた人材の確保育成への活用

が期待される。 

 

F. 研究発表 

1）論文発表 

 なし 

2）学会発表 

 なし 

 

参考文献 

1) 厚生労働省健康局結核感染症課長.2015.

検査施設における病原体等検査の業務管理要

領の策定について。平成 27 年 11 月 17 日健感

発 1117 第 2 号 
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2) 影山努ら 2019. 外部精度評価実施後の検

査精度評価に関するフォローアップ研修の検

討について. 厚生労働科学研究費補助金（健

康安全・危機管理対策総合研究事業）平成 30

年度 分担研究報告書. 

3) CDC and the Association of Public 

Health Laboratories. Competency 

guidelines for public health laboratory 

professionals, MMWR 64(1)s1-s95, 2015. 

4） 滝澤剛則ら.2019. 赤痢菌検査におけるコ

ンピテンシー作成. 厚生労働科学研究費補助

金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

平成 30 年度 分担研究報告書. 

 

資料 3 地衛研インフルエンザ検査のコンピ

テンシーリスト（案） 
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令和元年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

「病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び地域における 

精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30-健危-一般-003）」班 

分担研究報告書 

4．地方衛生研究所における感染症検査の国際性 

  研究分担者 調 恒明  山口県環境保健センター 

     皆川 洋子      愛知県衛生研究所  

     四宮 博人  愛媛県立衛生環境研究所 

研究要旨  

 地方衛生研究所の検査精度維持向上に不可欠となる検査担当者の人材育成確保の参考とするべく、米

国における地衛研に相当する Association of Public Health Laboratories (APHL)所属機関の取り組

みや、Centers for Disease Control and Prevention (CDC)等国立機関との関係について調査検討し

た。感染症の公的検査機関として共通の課題も多く、全国地衛研が実施する病原体情報収集の方向性を

考えるうえで有用であった。 

 

A. 研究目的 

 平成 28 年 4 月に改正された感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10

年法律第 114 号。以下「感染症法」）では、自治体

等が実施する病原体情報の収集に法的根拠が付

与され知事等の事務となった。 

自治体における主な検査施設となっている地

方衛生研究所(地衛研)における病原体検査の質

の確保について、地方衛生研究所全国協議会(地

全協)として方向性を考察する上で、米国各州に

ある State Public Health Laboratory 及びその

全国組織である Association of Public Health 

Laboratories (APHL)の取り組みとの比較検討を

本研究の目的とした。 

 

B. 研究方法 

2012 年に APHL 総会に参加した調が中心となり、

State of Washington Public Health Laboratory

視察の結果や APHL ホームページ上の公開情報も

調査対象として、地全協会員機関と比較検討した。 

 

C. 研究結果 

 資料に記載した通り、米国は各州に State 

Public Health Laboratory が設置され、精度管理

された検査ネットワーク体制が構築されている。  

 精度管理においては、APHL が予算と人員をバッ

クに検体配布等の実務を担っている点が、わが国

の地全協とは大きく異なる。  

検査対象は、感染症（サーベイランス、パンデミ

ックやアウトブレイク対応）や食中毒等の微生

物・理化学分野に加えて、先天性代謝異常をはじ

めとする新生児スクリーニングを担当している。 

 インフルエンザウイルス分離数は人口あたり

でみると日本と同程度であった。  

近年のトピックとして、大腸菌やサルモネラの

分子疫学解析情報を共有するパルスネットがパ

ルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)から次世代

シークエンサー(NGS)データに基づくものに進化

しており、現在全ての State Public Health 

Laboratories に NGS が設置されている。 

州（地方）と国との関係をみると、APHL 所属機

関は危機管理のための省庁、地方を越えた国際的

ネットワークの枠組み Laboratory Response 

Network (LRN)の一員となっている点は、State 

Lab が日本の地衛研より健康危機対応・行政対応

指向であることを明確にしている。 

一方日本の多くの地衛研が抱える問題点と共

通するものとして、米国においても予算・人員の

削減傾向、予算額等は各州の裁量に左右されるこ

と、日本と同様に団塊世代の大量退職に伴う技術

レベルの低下、通常は検査数の少ない結核、麻し

んなどの検査項目への対応力維持、などの問題を

抱えている。 

 

D. 考 察 

 資料に記載した通り、米国の State Public 

Health Laboratory 及び APHL は日本の地衛研や

地全協に比べて予算・人員とも潤沢と思われるが、

人員削減の圧力や、退職に伴う技術伝承の途絶な

ど共通する課題もあることが明らかになった。 

今後の地衛研・地全協の方向性を考える上で、

将来にわたり参考になることが多い。 

 一方、米国 APHL が国の Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC)とともに作成した

Competency list や e-ラーニングシステムは、既

に本研究のトピックとして取り上げたり（平成 30



32 

年度総括・分担研究報告書及び平成 30-令和元年

度総合研究報告書を参照）、今後の地全協の取り

組みを考える上で参考にできる。 

 2020 年 5 月現在、新型コロナウイルス感染症は

パンデミックの状態にあり、新型コロナウイルス

の遺伝子検査は現在地衛研業務の多くを占めて

いる。パンデミック初動対応における封じ込めを

目的としたPCR検査は保健所の積極的疫学調査と

密接に連動して行われており成果を上げてきた

と考えられる。一方、医療法に基づく医療行為の

ための検査、院内感染対策のための検査について

は、本来、民間衛生検査所が担うべきであると考

えられるが、今後、自治体による PCR 検査体制の

あり方を含めて検証が行われ、地方衛生研究所の

病原体検査体制強化につながることが期待され

る。 

 

E. 結 論 

 感染症法改正に伴い、地衛研における病原体検

査精度の維持向上が従前以上に求められている。  

精度管理や検査担当人材の育成・確保における

各地衛研及び地全協の方向性を考える上で、今後

も米国の体制やを含めた諸外国の取り組みには

参考にすべき点が多いと思われる。 

 

F. 研究発表 

1）論文発表 

 なし 

2）学会発表 

 なし 

 

資料 4 地方衛生研究所における感染症検査

の国際性（パワーポイント抜粋） 

 



地⽅衛⽣研究所における感染症検査の国際性
ｰ2012年APHL総会参加とWashington State Public Health Laboratory視察についてｰ

令和元年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業
「病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び地域における
精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30-健危-一般-003）」研究班：研究代表者 皆川洋子

⼭⼝県環境保健センター
調 恒明

APHL :  Association of Public Health Laboratories

1. 2012年 APHL annual meeting参加と
Washington State Laboratoryの⾒学

2. APHLの予算規模

3. State Laboratories の事業
 Pulse net

 NGS 

 LRN （Laboratory response network）

本⽇の話題

建物は25年前に建設された
予算はstatesとfederalが半々
5年前に新⽣児スクリーニング部⾨を拡充
昨年、BSL3を増設
職員数は150⼈（州の⼈⼝は670万⼈）
・技術系職員が80⼈
・support stuffは70⼈
（試験管などの洗浄、培地作成、試薬の管理

等の仕事に5名のtechnician）
・メカニック、建築家も配置されている

ウイルス
細菌
疫学（5⼈、そのうち3⼈はMD）
環境測定（放射能も）

State of Washington Public Health labの概要 Public Health Laboratories まとめ
1. 衛⽣と環境が⼀つの組織である
2. 予算、⼈員は州によって異なるが⽇本と⽐べて潤沢
3. 何を⾏うべきかという議論が為されている（cost/benefit）
4. 予算、⼈員削減などの傾向は⽇本と似ている
5. ⾏政に必要なこと、危機管理対応
6. CDC, EPAとの関係はdelicateなもの
7. ISOに類似した基準を⺠間、States Labの両者が同じようにク

リアしなければならない（国の査察制度がある）
・州の予算に左右される
・予算、⼈員の削減
・ベビーブーマーの⼤量退職による技術レベルの低下、検査数の少
ない検査項⽬（結核、⿇疹など）への対応、logistics

1．⺠間検査機関からヒトの検査データを⾏政が取得するのは困難
2．危機管理（⾷中毒、感染症、事故）に関する検査
・衛⽣部⾨では

・O157, Salmonella, Vibrio, Yersinia パルスネット（精度管理）
・結核菌の遺伝⼦検査
・influenza
・先天性代謝異常、その他の遺伝性疾患の新⽣児スクリーニング

・環境部⾨では
・⽔道⽔
・環境
・放射能

APHLの3つの柱は、
 Pulse net
 先天性代謝異常スクリーニング
 国際貢献

Domestic Programs
Infectious Diseases $11,175,566
Informatics 5,688,994 
Newborn Screening 4,421,163
Food Safety 2,874,848 
Lab Strengthening/Leadership 2,516,302 
Workshops 1,776,281 
Public Health Preparedness 1,623,497
Member Services 1,395,519
Leadership Development 1,224,188
Environmental Health 893,758
Conferences 733,375
Laboratory Systems and Standards 705,048
APHL Consulting 671,099
Administration 274,429
Domestic Programs Total $35,974,067
Global Programs Total $16,029,248

EXPENSES of APHL in 2017



Pulse net: ⾷中毒菌のゲノム（PFGE data）を⽐較し広域
的⾷中毒を早期探知するためのネットワーク
1995年 5つの州でスタート O157:H7
2000年 46の州と2つのlocal lab

O157:H7, Salmonella, Listeria, Shigella
2004年 50の州と9のlocal lab

O157:H7, Salmonella, Listeria, Shigella, 
Campylobacter
2010年 Vibriocholerae and parahaemolyticus, 
Yersinia pestis, and Clostridium botulinum
Separate database: Non-O157 STEC
Newborn screening

IMPACT OF L. MONOCYTOGENES WGS PROJECT ON OUTBREAK 
INVESTIGATIONS

U.S. FDA Labs
Gulf Coast Seafood Laboratory, Dauphin Island, AL
Arkansas Regional Laboratory, Jefferson, AR
San Francisco District Laboratory, Alameda, CA
Pacific Regional Laboratory̶Southwest, Irvine, CA
Denver District Laboratory, Denver, CO
Southeast Regional Laboratory, Atlanta, GA
CFSAN Research Laboratories at Moffett Campus, Bedford Park, IL
CFSAN Molecular Methods and Subtyping Lab, College Park, MD
ORA-CFSAN Method Development and Validation Laboratory at MOD1, Laurel, MD
Winchester Engineering & Analytical Center, Winchester, MA
Northeast Regional Laboratory, Jamaica, NY
Forensic Chemistry Center, Cincinnati, OH
Pacific Regional Laboratory̶Northwest, Bothell, WA 

State Health and University Labs
Alaska State Public Health Laboratory, Anchorage, AK
Arizona State Public Health Laboratory, Phoenix, AZ
California Department of Public Health, Richmond, CA
NOVA Southeastern University, Fort Lauderdale, FL
Florida Department of Health, Jacksonville, FL
Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Tallahassee, FL
Hawaii Department of Health, Pearl City, HI
State Hygienic Laboratory at the University of Iowa, Coralville, IA
Maryland Department of Health and Mental Hygiene, Baltimore, MD
Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition, College Park, MD
Massachusetts State Public Health Laboratory, Jamaica Plain, MA
Michigan Department of Agriculture and Rural Development, East Lansing, MI
Minnesota Department of Health, Saint Paul, MN
New Mexico State University, Food Safety Laboratory, Las Cruces, NM
New York State Department of Agriculture & Markets, Albany, NY
New York State Department of Health - Wadsworth Center, Albany, NY
Cornell University, Ithaca, NY
North Carolina State University, College of Veterinary Medicine, Raleigh, NC
Animal Diseases Diagnostic Laboratory, Ohio Department of Agriculture, Reynoldsburg, OH
Pennsylvania Department of Health, Exton, PA
South Dakota Department of Health, Pierre, SD
Texas Department of State Health Services, Austin, TX
Virginia Department of Health, Richmond, VA
University of Washington, Seattle, WA
Washington State Department of Health Public Health Laboratories, Shoreline, WA

Genome Trakr: Whole Genome Sequencing Project Participants



CDC’s Laboratory Response Network for Biological Threats

By the Numbers

• 120+ LRN-B state and local public health member laboratories in the 
U.S.

• 84% of U.S. population lives within 100 miles of an LRN-B lab.

• 45 distinct tests for biological threats, emerging infectious diseases, and 
other high-consequence pathogens—like Ebola, plague, and smallpox.

• 67,000 specimens LRN-B member laboratories tested for Zika in 2017.

• 3,000 specimens LRN-B member laboratories tested for potential threat 
agents in 2017.

•Federal—These are labs at CDC, the U.S. Department of Agriculture (USDA), the 
Food and Drug Administration (FDA), and other facilities run by federal agencies.
•State and local public health—These labs are run by state and local departments 
of health. In addition to being able to test for biothreat agents, a few LRN public 
health labs are able to measure human exposure to toxic chemicals through tests 
clinical specimens.
•Military—Department of Defense laboratories are operated both within the 
United States and abroad.
•Food testing—The LRN includes FDA and USDA labs, and others that are 
responsible for ensuring the safety of the food supply.
•Environmental—These are labs that are capable of testing water and other 
environmental samples.
•Veterinary—Some LRN labs, such as those run by USDA, are responsible for 
animal testing. Some diseases can be shared by humans and animals, and 
often provide the first sign of disease outbreak.
•International—The LRN has several international partners who provide various 
levels of testing capabilities.

The LRN is a national security asset that, with its partners, will develop, 
maintain, and strengthen an integrated domestic and international 
network of laboratories to respond quickly to biological and chemical 
threats and other high-priority public health emergencies through 
training, rapid testing, timely notification, and secure messaging of 
laboratory results.

• 精度管理された検査ネットワーク体制
• インフルエンザは⼈⼝あたり⽇本と同程度の分離

数
• NGSは全てのState Public Health Laboratories

に設置
• LRN: 危機管理のための省庁、地⽅を越えた国際

的ネットワークの枠組み
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令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び 
地域における精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30-健危-一般-003） 

分担研究報告書 
 

5.地方衛生研究所と地域の病原体検査機関との連携に関する研究  
 

研究分担者 皆川 洋子、松本 昌門  愛知県衛生研究所 
研究協力者 平野 雅隠      豊橋市保健所 

飯田  慶治  株式会社エスアールエル 
      長尾 治、小池 恭子  愛知県半田保健所 

調査に協力された保健所試験検査担当者 
   

研究要旨  
民間衛生検査所微生物検査責任者、中核市保健所職員、保健所試験検査担当者を本研究班に研究協力

者として招聘し、地域の保健所・民間衛生検査所等と衛生研究所の間での病原体検査体制の維持向上に
資する連携について、事前アンケート及び聞き取り調査を実施した。衛生研究所に期待する人材育成及
び検査精度管理等に関する具体的項目が明らかになった。地衛研は管内人口や保健所数、登録衛生検査
所数等、病原体検査の需要やマンパワーに関わる条件が大きく異なる自治体に各1施設設置されることか
ら、個々の地衛研に期待される役割も一様ではないが、病原微生物検査体制の維持向上を継続するため
には、個々の地衛研が現状の問題点（専門家の不足・研修機会の不足等）と期待される役割（人材育成・
最新最適な検査法の情報提供・精度管理用検体提供等）を把握し、行政上の優先順位を常に考慮しつつ、
数年後のニーズを見据えて準備することが必要である。 

 

A. 研究目的 

平成 28 年 4 月の改正感染症法施行により病原

体情報の収集に法的根拠が付与され、地方衛生研

究所（地衛研）・保健所等の実施施設には検査精度

確保の義務が課されている。さらに平成 30 年に

は検体検査に関して医療法等の改正により医療

機関内検査室についても外部精度管理調査受検

が努力義務とされた。地方衛生研究所設置要綱

(1)や地域地域保健法第四条第一項の規定に基づ

く地域保健対策の推進に関する基本的な指針(2)

には、地衛研に地域保健における試験検査や研修

の提供など「地域における科学的かつ技術的に中

核となる機関」としての役割が示されている。 

本県では県保健所及び中核市保健所を対象と

する保健所試験検査精度管理事業において愛知

県衛生研究所（当所）が精度管理用検体や研修を、

衛生検査所については愛知県医師会による衛生

検査所精度管理のうち微生物検査用検体（菌株）

を当所が準備・提供しており、地衛研と、地域の

保健所、衛生検査所や医療機関内微生物検査室と

の今後の連携の在り方について、関係者を研究班

に招聘して検討した。 

 

B. 研究方法 

1. 調査 

令和元年度に民間衛生検査所微生物検査責

任者、中核市保健所職員、保健所試験検査担

当者を本研究班に研究協力者として招聘し、

地域の保健所・民間衛生検査所等と衛生研究

所の間での病原体検査体制の維持向上に資す

る連携について、事前アンケート及び聞き取

り調査(主に現場の実感)を実施した。調査結

果について、令和元年 12 月 16 日に開催した

全体班会議において検討した。 

 

C. 研究結果 

1．調査結果概要 

 令和元年 12月に実施した調査の概要を、添

付資料に記した。 

 

D.考 察 

1. 地域保健所等との連携の必要性 

病原体等検査の業務管理要領(3)によれば、

感染症法に基づく検査を実施する保健所試験

検査課には、地衛研と同様検査員に研修を受

けさせたり精度管理を行う義務がある。保健

所試験検査課からは、地域保健における科学

技術中核としての地衛研に対して、研修機会
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など人材育成や、精度管理体制の提供に対す

る期待が示された。 

一方、主に医療法に基づく臨床検査を実施

する民間衛生検査所は、精度管理や研修につ

いては臨床検査技師会等から一定の機会が提

供されている現状を反映して、保健所ほど切

実なニーズはないと考えられた。既に確立し

ている試験検査項目に関する検査精度の管理

工程は、概して生化学検査等も日常的に実施

している衛生検査所のほうが地衛研より確固

たる体制を維持していると考えられた。 

2.標準品及び精度管理用検体提供、外部精度

調査等の役割 

 当所ほか一部の地衛研は、30年以上にわた

り地域の保健所試験検査課・民間衛生検査所

等検査機関に対して細菌検査用精度管理検体

の供給など(4)の実績があり、本調査は回答者

数が限定されるものの、現在実施している検

体提供等の有用性が確認された。 

 

E.結 論 

 保健所の微生物検査関係者からは、地衛研

に対して自ら人材確保、知識及び技術の研鑚

に努めながら、検査担当者への研修機会や精

度管理用検体提供等の機能が期待されていた。 

 民間衛生検査所との連携の必要性は 12 月

の調査時点では特段強調されなかった。 

 本調査は、県内に県地衛研以外に１指定都

市・３中核市・４県保健所及び 20 以上の民間

衛生検査所が病原体検査を実施している愛知

県を主な対象として実施したもので、一部の

項目は既に保健所の試験検査機能が地衛研に

集約されている自治体等にはあてはまらない。

個々の地衛研の実態に合わせた検討が必要と

なる。 

2020 年 1 月に国内第 1 例が確認され、5 月

現在パンデミックとなっている新型コロナウ

イルス感染症の検査体制では、国内で 1 日に

実施できるウイルス遺伝子検査のキャパシテ

ィが問題視されており、新興感染症発生時の

感染研・地衛研と民間衛生検査所・大学病院

を含む医療機関内検査室等との分担に関する

検討や、新たに確立された検査プロトコルの

民間等への円滑な提供が必要と思われる。 

 

G.研究発表 

1）論文発表 

なし 

2）学会発表 

なし 

 

参考文献 

1) 厚生事務次官 1997. 地方衛生研究所設

置要綱（平成 9年 3月 14 日厚生省発健政第２

６号） 

2) 地域保健法第四条第一項の規定に基づく

地域保健対策の推進に関する基本的な指針

（平成 6年 12月 1日厚生省告示第 374 号）最

終改正：平成 27 年 3 月 27 日厚生労働省告示

第 185 号 

3) 厚生労働省健康局結核感染症課長.2015.

検査施設における病原体等検査の業務管理要

領の策定について。平成 27 年 11 月 17 日健感

発 1117 第 2 号 

4） 皆川洋子ら. 2018. 地方衛生研究所にお

ける病原微生物検査に対する外部精度管理の

導入と継続的実施に必要な事業体制の構築に

関する研究. 厚生労働科学研究費補助金（健

康安全・危機管理対策総合研究事業）平成 29
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資料 保健所、民間衛生検査所所属研究協力

者への聞き取り調査結果概要 
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資料 保健所、民間衛生検査所所属研究協力者への聞き取り調査結果概要 
１ 保健所病原体検査の精度管理における連携に関して現場として地衛研に期待する事項 
１－１ 外部精度管理調査 
 県内保健所を対象に実施している外部精度管理調査と位置づけ可能な検体提供を今後も行うべきか？ 
回答欄（はい いいえ 回答保留） 
コメント等 
県で実施している「保健所試験検査精度管理事業」は、「検体検査＋研修」がセット
になっている点で意義がある。食品検査の外部精度管理は民間業者に委託することも
あるが、上記事業が継続されるとありがたい。 

 
１－２ 検査員を対象とする研修機会の提供 
 地衛研による以下の研修への参加希望 
１－２－１ 初任者研修（2018,2019 年度とも実施） 
回答欄（ある ない） 
コメント等 

市保健所衛生試験所は、実質 4人態勢で現在は完全分業しているが、職員同士が補
うことのできる体制にするために、分野の異なる初任者研修を受ける機会は有益。 

県保健所試験検査課初任者（試験検査部署への転入者を含む）に対して、地衛研に
よる研修の意義は大きい。 

 
１－２－２ 経験者研修（2018,2019 年度とも 1 回実施） 
回答欄（ある ない） 
コメント等 

中核市保健所の試験所は異動機会が少ないので、外部の視点を入れることは大切。
検査の質の維持や向上のため他機関の担当者が集まる研修は、顔つなぎの意味も含め
て継続が望ましい。 

保健所への新たな検査導入にあたっては、今後も地衛研による研修機会の提供が必
要。 

 
１－２－３ 外部精度管理調査フィードバック研修 
回答欄（ある ない） 
コメント等 

県で実施している「保健所試験検査精度管理事業」は、「検体検査＋研修」がセッ
トになっている点で意義がある。食品検査の外部精度管理は民間業者に委託すること
もあるが、上記事業が継続されるとありがたい。 

 
１－２－４  その他 研修の希望。 
回答欄 
新しい検査を導入等必要時に合わせて研修を企画してほしい（例：現在感染研が実施
している腸管出血性大腸菌 MLVA 法を地域でも実施する場合）。 

 
２ 保健所試験検査部署を対象とする研修や精度管理以外に、地衛研による保健所に対する情報提供
（例：感染症法に基づく菌株収集に関する技術的あるいはサーベイランス情報）として、期待されるも
のは？ 
回答欄（ある ない） 
コメント等自由記載 
「地衛研で担当する検査と、中核市が担当する検査」の住み分けを議論するための情
報・資料の提供。 

 
３ 検体検査に関して医療法等が改正され、医療機関内検査室についても外部精度管理調査受検が努力
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義務となった。県医師会による衛生検査所精度管理のうち、微生物検査用検体（菌株）は現在も当所が
準備している。今後地衛研が、医療機関内検査室に対しても、微生物検体を提供する体制をとるべきか？ 
回答欄（回答保留） 
コメント等 

医療機関のニーズ及び地衛研の微生物検体提供に関するコストと利益(職員の研鑚
等)を考慮すべき。 

 
４ 地方衛生研究所に望むことの自由記載。 
４－１．地衛研や試験所に配属されるべき必要人員数の目安があると良い。国際比較もできると良い。 
４－２．県内の地衛研や試験所のあり方を調整するプラットフォーム（会議体）がほしい。 

人員体制や検査体制の決定権をもつ自治体（県・指定都市・中核市）が集まって、今後の人材確保や
検査体制を話し合う場があるとよい。 
 例えば麻疹風疹の検査、結核の VNTR、大腸菌の MLVA など、個々の機関が行うか集約するべきか
冷静に議論できる場があるとよく、その調整役は県地衛研が担当するとよいのではないか。 
４－３．県保健所は、病原体検査に限らず検査の拠点として地衛研を頼りにしている。近年の定年退職が多
数あったこと等に伴う経験値低下を早く補い、検査の信頼性確保は当然として、保健所からの検査法等に関
する様々な照会や相談に対応できる体制を維持してほしい。 
４－４．国レベルで感染研が実施しているサーベイランス（薬局・学校欠席者等）と検査センター結果データ
の連携から、地域に特化した情報提供ができるとよい。 
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令和元年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

「病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び地域における 

精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30-健危-一般-003）」班 

令和元年度全体班会議 次第 

 

日 時：令和元(2019)年 12 月 16 日（月）13 時 00 分から 18 時 00 分まで 

場 所：国立感染症研究所共用第１会議室 

＊各発表時間には質疑応答を含みます。順番は入れ替わることがあります。 

 

１．ご挨拶 国立保健医療科学院（厚生労働省）  

２．（13:05-13:10）出席者紹介  

３．（13:10-13:40）皆川 洋子（愛知県衛生研究所） 

  令和元年度及び２年間の研究概要について 

    関東甲信静支部初任者研修参加者に対するアンケート調査結果 

 

４．(13:40-14:15) 総括小班 

４－１ 13:40-14:00 調 恒明（山口県環境保健センター） 

地方衛生研究所における感染症検査の国際性 

４－２ 14:00-14:15 :塚越博之、猿木信裕（群馬県衛生環境研究所） 

 令和元年度関東甲信静支部ウイルス部会による初任者研修について 

 

５．(14:15-15:15) ウイルス小班 皆川（愛知衛研）コア WG メンバー 

 インフルエンザウイルス担当者のコンピテンシーリストについて 

 ウイルス小班２年間の総括 

 

15:15-15:30  休憩 

 

６．(15:30-16:50) 松本昌門（愛知衛研）、コア WG メンバー、四宮博人（愛媛県衛生環境研究所） 

 東海北陸支部で試行した研修及び WG 会議について 

 細菌小班２年間の総括  

 

７．（16:50-17:20）皆川 洋子（愛知衛研）・出席者全員 

（全体討論）研究報告書・提言の方向性について 

８．（17:20-17:35） 

講評 

事務連絡・閉会 

 



5月7日（火） 地全協理事会時打合せ
7月4日（木） ウイルス小班（インフルエンザコア・サポート会議）
10月17日（木）～18日（金） 細菌小班東海北陸支部研修試行・WG会議
10月21日（月） 総括小班会議（地全協精度管理部会）
2020年1月8日 研究成果申告書
2020年2月28日 分担研究報告書原稿提出お願い期限
2020年5月末 総括研究報告書、総合研究報告書提出期限

厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業

「病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び地域に
おける精度管理に関する協力体制構築に向けた研究（H30‐健危‐一般‐003）」班

令和元年度全体班会議

日時：2019年12月16日（月） 13:00～

場所：国立感染症研究所共用第一会議室

地方衛生研究所全国協議会（地全協）精度管理部会とともに活動
30年度に２年計画で発足（26‐27（佐多班）、28‐29年度研究班の後継）

研究代表者 愛知県衛生研究所 皆川 洋子

医療関係者※ 都道府県等

感染症に関する情報の収集体制の強化（概要）
（第14条の２、第15条、第16条の３、第26条の３、第26条の４、第44条の７、第50条関係）

医療機関

患者の咽頭、鼻粘
膜、血液等の検体
を採取

※病院、診療所、衛生検査所など

国

地方衛生研究所

＜検査＞

患者から
採取した
検体

国立感染症研究所

＜検査＞ ＜詳細な検査＞

患者から
採取した検体
や病原体

患者から
採取した
検体

検体から
分離した
病原体

検体から
分離した
病原体

データベースに集積

検
体
等
送
付

一
部
の
検
体
等
送
付

検査結果

検査結果

情報分析

検体から
分離した
病原体

・検体の採取・提出要請
・検体の採取等の措置
・検査の実施（基準を設定）
・検査結果等の国への報告
・求めに応じ、国へ検体提出

・都道府県等による検査情報の収集・分析

・必要に応じ、都道府県等に検体の提出を求め、検査を
実施

・検体の採取・提出の要請（全ての感染
症）

・検体の採取等の措置（一類・二類感染
症、新型インフルエンザ等感染症、新
感染症）

・指定提出機関等からの検体提出
（一部の五類感染症）

国民

患
者
等

疫学調査の強化・充実

・一類、二類、新型インフルエンザ等感染症、新感染症などの発生の正確かつ確実な把握等

・流行している季節性インフルエンザの型や薬剤耐性インフルエンザウイルスの発生状況把握、ワクチン株選定の妥当性
の評価、新たな感染症との比較など

【現行制度の課題】

○ 近年、病原体の遺伝子解析技術等の飛躍的な進歩に伴い、感染症対策を立案するに当たって、遺伝子情報、薬剤耐性等の
収集・解析が必要不可欠となっている。

○ 現行の積極的疫学調査の一環である検体等の提出の求めについては、①感染症法に明確に定めがなく、②医療機関等の関
係者の協力が努力義務にとどまる。

→ 関係者からの協力を得る際に障害となり得る。
【改正の概要】

○ 検体等の採取・提出の協力要請、それに応じない場合の措置について、法に規定するとともに、入手した検体等の検査、検査
結果の報告等に関する規定を整備する。これにより、感染症に関する情報収集体制を強化。

改正後の枠組み

厚生労働省結核感染症課資料

検査の質を確保する義務

3

H28年度に地衛研が直面している課題

１．検査の質の確保に資する外部精度調査項目（具体的な病原体・検査法）の検討。
→包括的な外部精度調査法の確立
２．病原体名を限定しない、感染症疾患名（例：手足口病、感染性胃腸炎）毎の

精度管理調査の必要性、必要な場合の地衛研にとって適切な手法の検討。
３．検査の質確保の目的が食品GLP、水質GLPとは異なることの認識不足。

・健康危機対応←迅速・定性(若しくは半定量)検査が主体
・新たな知見の追加に伴い検査手法・感度や陽性の定義も随時変更がありうる
検査の基準を予め厳密に決める(食品GLP, 水質GLP)ことも大事だが、
どのプロトコルで実施し、どのような結果が得られたか記録に残す、
分離株が得られたら、感染研等と共有のうえ性状を確認する ことが大事

４．手順書・記録・報告書の管理等、事務量が増大している。
感染症対策に有用な項目に絞り、付随的な事務の簡素化したいが・・

５．効果的な研修手法の工夫。マンパワーの確保。
・長期的視野に立った人材の計画的育成・確保（専門家のリクルート？）

６．自治体内衛生検査所・保健所等の精度管理への協力（検体配布等）。
・実績調査から着手。

平成２８年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

地方衛生研究所における病原微生物検査に対する外部精度管理の導入と継続的
実施に必要な事業体制の構築に関する研究（H28-健危-一般-002 ）

平成２８年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

地方衛生研究所における病原微生物検査に対する外部精度管
理の導入と継続的実施に必要な事業体制の構築に関する研究

（H28-健危-一般-002）
１．研究代表者：皆川 洋子（愛知県衛生研究所）

２．研究分担者：（地全協精度管理部会、感染研レファレンス委員会等）

4

背 景
・平成28年4月改正感染症法施行に伴い知事等の事務となった病原体情報の収
集を担当する地方衛生研究所等において「病原体検査の質」を確保する必要
・地衛研の検査水準確保、健康危機管理体制の維持、人材育成効果も期待
（感染症発生動向調査、地衛研‐感染研のネットワークの維持にも役立てる）

研究目的
地衛研全国協議会が主体となって、
・外部精度管理体制の導入にあたり、継続的実施に必要な条件を提言
・具体的な外部精度管理項目の洗い出し・検査体制構築状況の把握
・ウイルス・細菌に関する外部精度管理の試行

求められる成果（公募要領）
・包括的な外部精度管理調査のひな形 →細菌小班・ウイルス小班

・地方衛生研究所に求められる役割と機能強化のための他機関との連携の在
り方についての検討結果

5

H28‐H29年度 ２年間の総括

○項目小班
・アンケート調査
・地域における地衛研の役割（他機関への精度管理用検体提供等）について追加調査済
・保健所との連携に関してWG会議開催済
・地衛研の役割、保健所・他機関との連携のあり方について報告

○ウイルス小班
・エンテロウイルスRNA検体配付（12機関）試行済
・ウイルス用実施プロトコルひな形作成

○細菌小班
・赤痢菌等検体配付(27機関)試行済
・細菌用実施プロトコルひな形作成

●pendingとなった地衛研病原体検査体制における課題
・28年度調査で目立った研修ニーズへの対応（とくに支部レベル研修）
・地衛研間の多様性（研究所の規模・守備範囲・管内人口）を考慮した体制の検討
・28年度調査で目立った外部精度管理・標準品ニーズへの対応
・国際保健規則(IHR)に関わること⇒ 感染研との連携・地衛研間の均てん化標準化
・地域の健康危機対応力強化（維持）につながる事項

保健所・民間衛生検査所・病院検査室を対象とした、
地衛研による研修受け入れ・精度管理用検体の供与等のあり方

健康危機
対応、マ
スギャザ
リングへ
の準備

ベテラン退
職時に専門
性の伝承が
中断、外部
研修への
ニーズ増大

平成３０年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所に
おける人材育成及び地域における精度管理に関する協力体制

構築に向けた研究 （H30-健危-一般-003）
１．研究代表者：皆川 洋子（愛知県衛生研究所）

２．研究分担者：（地全協精度管理部会、感染研レファレンス委員会等）

6

背 景
・平成28年4月改正感染症法施行に伴い知事等の事務となった病原体情報の収
集を担当する地方衛生研究所等において「病原体検査の質」を確保する必要

・地衛研の検査水準確保及び健康危機管理体制の維持には、ウイルス・細菌検
査担当者育成が不可欠（※信頼性確保部門管理者等の育成は別途）
・2020東京オリパラ、2019ラグビーWCなど国際的マスギャザリング(MG)を控え、

感染症法に基づく病原体検査レベルの底上げ及び均てん化を図る必要

目 的
○地衛研全国協議会が主体となり、地衛研‐感染研のネットワークを駆使して
・外部精度調査結果に基づくフォローアップの在り方を検討
・地衛研病原体検査担当者に必要な研修内容(項目・カリキュラム)を提言
・地衛研支部（ブロック）の活用による支部単位研修等の在り方を検討
・検査体制構築状況の追跡調査
○地域における地衛研と他の病原体検査機関との連携について検討



（各地域）
保健所・医療機関
衛生検査所等との協力

○精度管理用検体提
供、研修等の実績
○3類感染症対応
○病原体検査担当者

の交流
・WG会議開催
・アンケート調査
ニーズの把握
在り方の検討

病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成及び地域における精度管理に関する協力体制
構築に向けた研究

（全国）

ウイルス・細菌の専門家、精度管理部会が
中心となり、検査担当者の育成に有用な研
修プログラムを検討
・外国における体制の調査研究
・地衛研におけるニーズの把握
（アンケート調査）
・地方支部単位研修の試行
・人材育成、確保に関する検討

地方衛生研究所全国協議会
（81機関・6支部）

地
研

国立感染症研究所
感染症疫学センター、
真菌、インフルエンザ、
細菌1、細菌2、
ウイルス1、ウイルス2、・・・

１ 地衛研における病原微生物検査体制の維持強化（人材育成） ２ 地域における協力・連携

地
研

地
研

地
研

地
研

個々の地研（拡大）

ウイルス・ 細菌
担当 担当

地
研

地
研

研修プログラム
（BSL2レベル実習？）

専門家育成・確保
IHR対応強化

技術助言研究協力
講師派遣
技術助言

オリンピックなど
マスギャザリン
グ・入国者増を
ふまえた輸入感
染症対応強化・

相互協力

病原体検査レベルの底上げにより、感染症関連危機（集団発生・新型インフ
ルエンザ・バイオテロ・食中毒等）への対応力向上 7

検体採取・搬送

検体受付

検体処理

検査・分析

検査値の点検

検査報告・解釈

精
度
管
理(QC)

精
度
保
証(QA)

衛
生
研
究
所
で
実
施

衛生研究所の検査業務フローと精度保証

木村博一教授作成

小班等 とりまとめ 担当（研究分担者と協力者）

総括小班

・アンケート結果等に基づ
き研修ニーズ等に関する
考察
・国際的視点からの考察
・提言案等へのインプット

皆川
（愛知）
19+名

調（山口）四宮（愛媛）佐野（名古屋）
望月(岡山県）水田(山形)猿木（群馬）吉田（東京）
奥野（大阪）香月(福岡県）岸本（埼玉県）
高橋（保健医療科学院）大西・宮﨑・岡本・
梅山(感染研）平野(豊橋市)飯田(SRL)

ウイルス小班

研修項目（案），コンピテ
ンシーリストの検討

皆川
（愛知）
15名

調（山口）齋藤・安井（愛知）
高橋（岩手）長島（東京）廣井（大阪）
豊嶋（愛媛）芦塚（福岡県）
木村（群馬パース大）・山下（修文大）
岡本・影山・渡邉・吉田（感染研）

細菌小班

研修項目（案），コンピテ
ンシー・リストの検討
支部研修・現地調査試行

地研以外の細菌検査室と
の連携検討

四宮(愛媛)
15+名

貞升・鈴木・小西（東京）磯部（富山）勢戸（大阪）
濱崎（福岡県）松本・山田・青木・續木（愛知）
東海北陸支部地衛研細菌担当者
大西・村上・泉谷・伊豫田（感染研）
平野（豊橋市）飯田(SRL)

研究報告書作成（人材育
成に関する提言含む）

皆川
（愛知）

各小班担当者（分担、協力）全員

R1 分 担 表（案・敬称略）v2

9

2019.10.1

厚労省：地域保健室 結核感染症課
9 10CDC: competency‐based training 101, 2018

追加

ＰＤＣＡサイクルにあてはめ

本研究で研修試行・現地調査を
実施
初年度：ウイルス・インフルエンザ
今年度：細菌・赤痢菌など

コンピテンシー competency

「能力」

・特定の業務を遂行する上で成果に結びつく

行動特性

・採用、人事評価等の基準に活用される

・キャリア・ラダーを進める際のチェック項目等にも
通じる

各論では、赤痢菌・インフルエンザウイルスを対象
に検討中

11

地衛研に特化したコンピテンシーガイドラインの検討

12

○ガイドライン提言の目的：
健康危機対応及び発生動向監視等感染症対策に資するため、
各検査室職員が有すべき専門的技術と見識項目（コンピテンシー）の

「見える化」を図る→人材育成及び確保（人事異動等）の目安として活用

○研究の到達目標：
地衛研で実施される検査レベルの底上げ（最低レベルの確保）
専門職確保の必要性に関する合意形成？

○多くの地衛研（自治体）の特徴：
・専門的人材を確保する根拠の提示が難しい→
Beginnerがウイルス検査・病原体取扱い経験０であることは珍しくない

・定期的人事異動対象となっている機関が多く、専門家育成が困難→
年度当初にProficient～Competentレベルの職員確保が厳しいことも珍しくない

・人材育成は自治体内若しくは国の研修受講が主体となっており、
一部を除いて地衛研間の協力体制はない



地衛研微生物検査担当部署の
コンピテンシーリスト（概要案）

13

追加

共通コンピテンシー案 CDC‐APHL MMWR 該当部分

コンピテンシー
サブコン
ピテン
シー数

コンピテンシー
サブコン
ピテン
シー数

1
試験検査に関する一般的技
術・知識

7
GEN1 General technical and 
laboratory practice knowledge

9

2安全 12Safety SPH, SHC, SDR 10

3
試薬・備品・設備の管理
stewardship

5GEN2, GEN3 12

4特定病原体等の管理 4MCB6.05 Select agents 1

5
検査開始前の検体チェック・準
備

6
MCB3 Pre‐examination: assesses 
samples

5

6検査の実施 5MCB4 Examination 4

7検査結果の解釈・結果報告 5MCB5 Postexamination 4

8
検査精度保証・コンプライアン
ス

3MCB6 Regulatory compliance 5

9サーベイランス・連携 4SRV 9

10
インフォマティクス、新しい検査
法

7+INF 19

小班 H30(2018)年度 R1(2019)年度

総括小班

・アンケート結果等に
基づき研修ニーズ等
に関する考察

・国際的視点からの
考察

・提言案等へのイン
プット

・地衛研における病原体検査
体制（H28）の追跡調査

・地衛研検査担当者を対象と
する研修ニーズに関する調査

・地域における他機関との連
携に関する検討(細菌小班と
合同)

・前年度調査をふまえ、地衛研
病原体検査担当者人材育成に
ついて検査の質確保の立場から
検討、提言案にインプット
・JEEの結果、米国PHL等との比

較検討をふまえ、国際的視点か
ら日本の地衛研病原体検索に
ついて検討

ウイルス小班

研修項目（案），コンピ
テンシーリストの検討
現地調査の試行

・インフルエンザ遺伝子検査
外部精度調査後のフォロー
アップ（現地調査）試行

・検査担当者に求めるコンピ
テンシー検討（モデル：インフ
ルエンザウイルス）

・地衛研ウイルス検査コンピテン
シー項目の作成

・関東支部ウイルス研修におい
てアンケート調査実施

細菌小班

研修項目（案），コンピ
テンシーリストの検討
現地調査の試行

地研以外の細菌検査
室との連携検討

・検査担当者に求めるコンピ
テンシー検討（モデル：赤痢
菌）

・地衛研細菌検査コンピテンシー
項目）の作成

・細菌担当者対象の支部研修・
現地調査試行（東海北陸支部）

・地域における他機関細菌検査
室との連携に関する検討

H30‐R1の予定v5
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2019.10.10

14

15

細菌小班・総括小班
地域における他機関細菌検査室との連携に関する検討

保健所、衛生検査所（民間検査センター）関係者のご意見聴取中

中核市保健所（試験検査課あり 地全協非会員）
衛生検査所
県保健所試験検査課

地域によりニーズに差がありそう
医療機関内検査室※との連携・技術協力を含め、
必要なら次年度以降の研究課題？

※「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する
省令」医政発0810第1号 平成30年8月10日

→ 医療機関の中で検体検査を行う施設に関する基準の創設
内部精度管理を含めた精度管理の実施、
外部精度管理の受検及び適切な研修の実施（努力義務）
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追加

県保健所試験検査課から

・陽性対照菌株等の供給源：話題になった菌株の所在情報もほしい
（他地研・感染研とのネットワークを活用してほしい）

・外部精度管理用検体の供給、コントローラー

・初任者研修 保健所での育成が年々困難になっているので衛研に期待

・経験者研修 最新の情報、他施設事例などface‐to‐faceならでは、の
実用的な情報提供源として期待

・精度管理フィードバック研修 視覚効果も駆使して文書だけでは伝わり
にくい技術的要点などをしっかり伝えてほしい

・検査について、保健所からの相談にきちんと対応できるレベルの人材を
常に確保するよう年齢構成等にも常に留意して体制保持に努めてほしい

令和元年度の活動
研究項目 具体的対応

国際的視点からの考察 総括小班 ※海外の状況等について→調先生

研修ニーズ、支部単位研修の可能性
について検討

関東甲信静支部ウイルス初任者研修→塚越先生、
30年度調査結果を踏まえた検討

インフルエンザウイルス検査のコンピ
テンシー・リスト作成

※ウイルス小班が作成済

赤痢菌検査のコンピテンシー・リスト
作成

※細菌小班が作成済

感染症検査担当部署の一般的コンピ
テンシーリスト作成

ウイルス小班・細菌小班で検討（追加）

上記コンピテンシーの確保に必要な
研修等項目の整理

ウイルス・細菌試行をふまえて班全体で検討

地域の検査精度維持向上における地
研の役割

地域における他機関との連携に関する検討
(細菌小班・総括小班) 保健所・衛生検査所

地衛研感染症検査体制強化に資する
人材育成に関する提言

上記をふまえて班全体で検討

追加：研究報告・提言項目

１ コンピテンシーリスト

インフルエンザウイルス・赤痢菌

微生物検査部署

２ 担当者を対象とする研修ひな形

外部精度評価(EQA)フィードバック＋α

現地調査

３ 地域における感染症検査の維持向上に

関わる地衛研の役割
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一部追加

期待する効果：
資質（ウイルス・細菌）の必要性認識
公衆衛生行政ニーズへの対応向上
▲効果判定指標？

期待する効果：
地研検査力の均てん化・底上げ
担当者研修・研鑽への予算獲得

地方開催に伴う近隣地研・感染研と
のネットワーク強化
▲wet lab研修試行は未実施

期待する効果：

県域での保健所・医療機関との連携
向上（例：菌株収集への理解協力↑）

保管菌株の利活用・レファレンス拠点
的位置づけ
▲保健所・衛生検査所対象の調査？



地方衛生研究所病原微生物検査担当部署の
人材育成に関する提言（項目案）

１．各検査室における切れ目のない実施体制の確保（人材・施設）
コンピテンシーリストの活用：部署全体では条件を
クリアできる職員が途切れない状況

２．公衆衛生行政検査担当部署が具備すべきコンピテンシー：底上げ・均て
ん化の確保

専門能力（ウイルス担当・細菌担当）
検査室マネジメント能力・行政能力（結果の伝達・予算事務など）

３．担当者を対象とする研修ひな形：
外部精度評価(EQA)の活用（フィードバック、現地調査）
地全協支部・ブロックにおける研修の開催

４．その他・専門職処遇の工夫

19

追加

自治体内・自治体間？

途上国におけるFELTP受講者の状況
Gatei et al. Front. Public Health 6:264, 2018

20

追加

FELTP (Field Epidemiology and Laboratory

Training Program) =FETP+Laboratory training
検査業務経験者をレジデントとして2年程度配置

2004年開始 現在10か国中5か国は中止（FETPに統合）

受講者の過半数は期間終了後昇任

→Public health sectorに残っているが疫学者、コーディネーターが主

（地方、国際機関、獣医領域、アカデミアなど）

Laboratory内昇任は少ない

→コンピテンシーを満たす人材不足が継続
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総括小班 ウイルス研修
追加アンケート調査結果（愛知県実施分）

関東甲信静支部ウイルス初任者研修出席者アンケート集計

①感染症法に基づくウイルス検査に従事するにあたり、教育訓練や研修の計画につい
て承知していますか？ →70％が承知
②検査に従事する前に、教育訓練が実施されましたか？ →76％が実施
③民間企業等が実施する実技研修に参加されたことがありますか？ →32％が参加
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① ② ③

グラフ タイトル

はい いいえ 不要

関東甲信静支部ウイルス初任者研修出席者アンケート集計

④地全協支部内で検査員を対象とする実技研修が開催されたら、参加したいですか？
→ ④‐１ 分子疫学解析研修「はい」 84%

④‐２ インフルエンザウイルス分離・型別初任者研修 「はい」 74%

⑤インフルエンザ検査のコンピテンシーリスト作成は検査レベルの維持向上に有用と思
われますか？ →「はい」 91％

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

④－１ ④－２

はい いいえ 無回答

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

⑤

はい いいえ わからない

ウイルス小班

研究分担者： 岡本先生（感染研）

研究協力者：

・感染研インフルエンザウイルス研究センター

・インフルエンザレファレンスセンター

コア地衛研

岩手県・東京都・愛知県・大阪・愛媛県・福岡県

（サポート地衛研）

北海道・横浜市・石川県・堺市・沖縄県

・地全協精度管理部会

24



H30ウイルス研修の概要
○2018年9月6日（木）午後1時～5時

於：愛知県衛生研究所（名古屋市北区）
参加予定者：下記現地調査関係者に加えて

・インフルエンザレファレンスセンター地衛研担当者
（・東海：名古屋市）

29年度インフルエンザ検査の外部精度調査(EQA)
フィードバック研修（試行）

地衛研ウイルス検査担当者を対象とする研修について検討
ウイルス検査部門のコンピテンシー・リスト検討

○9月5日（水）午後～6日（木）午前
参加予定者：感染研インフルエンザウイルス研究センター

感染研感染症疫学センター
愛知県衛生研究所

インフルエンザウイルス遺伝子検査外部精度調査に関する
現地調査試行
検査データ・ハードウェアのチェック
検査室・検査体制に関する調査

25

○地衛研現地調査のチェック項目
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項目 ウイルス取扱
機関として

行政機関として

（検体採取・運搬の管理） 重要だが現状
では制御困難

働きかけに
期待

（検査実績） △ ニーズに備える・合
わせる

人員配置（検査員の数・熟練度・研修受講状況） 熟練職員の確
保は必須

人事異動との兼ね合
い

検査室設備（ＢＳＬ対応・遺伝子検査相互汚染予防） 重要 法的根拠を明示

機器（点検・配置等 例:ピペット） 重要

検査室の運用（作業動線など） 重要 理解を得る必要

細胞・試薬管理 重要

SOP・記録等文書の管理 最小限に 重視される

外部精度評価(EQA)・内部精度管理 重要 重要

現地調査チェックリスト・平面図(2018.9)
（参考：WHO polio,measles/rubella accreditation）
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項 目 問 題
なし

問 題
あり

非該当

・人員配置

・検査室設備

バイオセーフティの観点から

遺伝子検査相互汚染予防の観点から

・機器について

・検査室の運用（動線について）

・細胞について

・試薬管理について

・SOP・記録等文書について

・外部精度評価、内部精度管理について

・その他

フィードバック研修の位置づけ：
検査施設における病原体等検査の業務管理要領

(H27.11.17健感発1117第2号)

１ 目的 感染症の病原体検査を行う施設において、検査の信頼
性を確保

２ 適用等

３ 組織

４ 検査室等の管理

（検査室の確保・区画、環境確保、立入制限、BSL対応）

５ 遺伝子検査の管理

６-９ 機械器具、試薬等、培養細胞等、有毒物質危険物等の管理

10検体の取扱いの管理

11-14 検査、検体の保管廃棄、データ等作成と保存

15 内部監査 16 不適合業務及び是正処置等
28

フィードバック研修の位置づけ：
検査施設における病原体等検査の業務管理要領

(H27.11.17健感発1117第2号)
（つづき）
17 精度管理

定期的な信頼性確保試験の実施
検査員の技能評価（再現性・病原体検出・分離・鑑別・同定）等

18 外部精度管理調査
定期的な参加
結果を確認し、必要な是正処置の実施

19 教育訓練及び研修
教育訓練及び研修の実施計画を定期的に策定
検査員に対し、次の事項を含む研修等の機会を与えること
①病原体検査方法に関する研修等
②精度管理の実施結果に基づき行われる研修等
③内部研修、外部研修、学会等への参加
指定した者に対し、信頼性確保に関する必要な研修等の機会を与える

こと 29 30

追加

CDC: competency‐based training 103, 2018

ラボはＯＪＴ主体
現地調査でも実施



地衛研に特化したウイルス検査に関する
コンピテンシーガイドライン作成
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○Competency guidelines for public health laboratory professionals.
MMWR 64(1)S1‐S95, 2015をベースに検討したい
・Beginner, Competent, Proficient, Expert の4段階が示されているが、
当面Beginner(新人～担当)、Competent(新人教育担当～検査区分責任者)、
Proficient(検査区分責任者～部門管理者)の3段階で十分？

・Table 12 Microbiology domainをVirologyに置き換えて検討し、
他のテーブルのなかで重要な項目及び下記WHOのポリオ・麻疹ラボに対する
チェックリストの一部等を追加する形？
WHO Polio Intratypic Differentiation Laboratory Check list for WHO Accreditation
WHO Polio Sequence Laboratory Check list for WHO Accreditation
Measles and Rubella National Reference Laboratory Check‐list for WHO Accreditation

○多くの地衛研（自治体）の特徴への対応：
・Beginnerがウイルス検査・病原体取扱い経験０であることは珍しくない
←ウイルス検査の総論を詳しくする（学部卒程度）？

・年度当初にウイルス担当部署にProficient～Competentレベルの職員確保が
厳しいことも珍しくない ←確保を図るべき と明記？

Competency guidelines for public health laboratory professionals.
MMWR 64(1)S1‐S95, 2015（抜粋）

MCB 1.00. Concepts and techniques: adheres to policies* and principles governing actions and behaviors that are 
essential when working in a microbiology laboratory 概念と技術

Subcompetency Beginner  Competent  Proficient  Expert 

MCB 1.01. 
Microbiological concepts 
and theories* 
微生物学の概念と理論

Describes basic 
microbiological 
concepts and 
theories 

Relates 
microbiological 
concepts and theories 
to the specific tests 
that are conducted 

Ensures 
microbiological 
concepts and theories 
are applied in 
laboratory testing 

Evaluates laboratory 
practices for 
adherence to accepted 
microbiological 
concepts and theories 

MCB 1.02. Basic 
microbiological 
techniques
微生物学の基本的技術

Applies basic 
microbiological 
techniques to 
laboratory testing 

Integrates basic 
microbiological 
techniques into new 
laboratory practices 
and procedures* 

Trains staff on basic 
microbiological 
techniques 

Ensures 
implementation of 
basic microbiological 
techniques into 
laboratory practices 
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TABLE 12. Public health laboratory competency guidelines: Microbiology domain 

MCB 3.00. Pre‐examination:* assesses microbiological samples* during the pre‐examination phase 
Subcompetency  Beginner  Competent  Proficient  Expert 
MCB 3.01. Sample 
collection, labeling, 
and handling 検体採
取、ラベリング、取扱
い

Describes routine 
sample collection, 
labeling, and handling 
policies, processes, and 
procedures for 
microbiological 
examination 

Consults on 
nonroutine sample 
collection, labeling, 
and handling 
procedures for 
microbiological 
examination 

Monitors staff 
compliance with 
established policies, 
processes, and 
procedures regarding 
microbiological 
sample collection, 
labeling, and handling 

Oversees the 
policies, processes, 
and procedures for 
sample collection, 
labeling, and 
handling for 
microbiological 
examination 

インフルエンザウイルス検査に関する
コンピテンシーリスト案
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協力いただける方は、後日電子メールにて送信するコンピテンシーリスト案
に対するご意見コメントをお寄せください。
参考：赤痢菌検査のコンピテンシー（平成30年度分担研究報告書）

インフルエンザウイルス検査の
コンピテンシーたたき台

参考：赤痢菌検査のコンピテンシー

0 四種病原体取扱いの基礎知識

1 インフルエンザウイルス検査の基
礎知識

1 赤痢菌検査の基礎知識

2 培養細胞の準備とCPE観察 2 分離培養

3 赤血球凝集反応(HA)とHI 3 コロニー観察と釣菌

4 遺伝子検査 4 一次鑑別と血清学的検査

5 薬剤耐性検査 5 二次鑑別

6 ウイルス遺伝子配列決定と解析 6 遺伝子検査

7 検査結果の報告・還元 7 総合判断

8 検査精度の管理

2019年7月衛微協2日目

インフルエンザコア・サ
ポート会議出席者に依頼

インフルエンザサブコンピテンシー例 ４ 遺伝子検査
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サブコンピテンシー 検査担当者 検査区分責任者 部門管理者

4-1 検体の処理

分離培養等他に予定さ
れている検査と調整のう
え、検体を作業書に従っ
て適切に相互汚染を生じ
ることなく処理することが
できる。

作業手順を、標準作業
書等の形で指示すること
ができる。

4-2 遺 伝 子 検 査
の準備

各検体ごとに実施する検
査項目を予め確認のうえ
標準作業書等の記載に
従い、必要な試薬（陽性
及び陰性対照を含む）及
び器具、並びに検査機
器設定を準備することが
できる。

各検体ごとに必要な検
査項目を指示できる。

4-3 遺伝子増幅検
査の実施

標準作業書等の記載に
従い、RT-PCR法、リア
ルタイムRT-PCR法若し
くはRT-LAMP法等に用
いる測定機器の操作が
できる。

作業手順を、標準作業
書等の形で指示すること
ができる。

必要な機器設備の
維持管理計画を立
案できる。

リ タイム 機

○地衛研の業務範囲を考慮したコンピテンシー
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項目 地衛研 ⇒研修ニーズ 衛生検査所

検体採取・運搬の管
理

採取・運搬とも
制御困難

運搬は制御可

検査対象項目の追加 法改正・新興再興感染症発
生の際は、速やかな対応が
必要

感染研が主導す
る現行の研修等

未対応項目は十
分な準備期間の
後に対応？

検査員の事前訓練
状況

検査技能・経験値は多様
→コンピテンシーの明示要

地研相互に研修
機会提供？

有資格者確保が
必須

検査員の研修・技能
試験

感染研による研修

定期的な受講の実現には
充実が必要

地研支部・ブロッ
クレベルの研修の
追加・充実

技師会等による
研修受講機会有

設備の検査等 自機関の責任で実施 EQAフィードバック

研修における言
及・現地調査？

自治体の立入検
査対象

機器稼働状況の確
認・内部ＱＣ等

自機関の責任で実施 自治体の立入検
査対象

ＥＱＡ・結果に基づく研
修

H28より国が実施中・
現在は座学研修

現地調査・支部レ
ベル研修の追加

技師会等による
機会提供

追加 H30総括小班アンケート追加項目（中間集計）

(4)教育訓練の体制・研修ニーズ等

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

検査員研修計画作成・

見直し？

無回答 1.はい 2.いいえ

・研修・教育訓練計画を最近作成若しくは見直した機関は42%
・教育訓練が自治体内で完結していると答えた機関は48%
・法改正以降、民間企業等の研修受講経験のある機関は48%
・法改正以降、感染研の短期（３週間）研修受講を申し込んだのは49機関(72%)
受講が認められたのは39機関(57%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

教育訓練は自治体

内で完結？

無回答 2.いいえ 1.はい

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

企業の研修受講？

1.はい 2.いいえ

参考



H30総括小班アンケート追加項目（中間集計）

(4)支部単位研修のニーズ等

・90%以上の機関が受講したい旨回答
・感染研で行われる研修参加には、東京に出張させる旅費予算及び人員確保が課題

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

２日特定(VNTR等) ５日初任者

支部で研修が開催されたら受講させたいか？

1.はい 2.いいえ

参考
（支部単位）研修に関する自由記載（一部）

座学と実習に分ける。座学は多人数で参加できるので、5日程度で宿舎のある保健医療
科学院で実施する。できれば録画して活用するか、インターネット経由で遠隔地でも講習
できるようにする。実習は、国立感染症研究所と地研支部で実施する。

ウイルス：細胞培養、分離、中和試験等

細菌の遺伝子検査，PFGE検査，次世代シーケンサー解析
結核菌VNTR検査、腸管出血性大腸菌MLVA検査
各レファレンスセンターで、研修会を持ち回り開催してほしい。

遺伝子解析の研修が多いように感じるが、抗体検査等の研修も開催してほしい。

開催計画を次年度予算を編成前に知りたい。
研修には実技を伴い、事務局の負担も大きくなる。単純な支部内持ち回り制では予算、
マンパワーの確保が困難になることが想定されるので、国（結核感染症課、感染研等）
の協力も含め、きちっとした体制の構築も必要。
例）厚労省主催で各地域で開催している「病原体等の包装・運搬講習会」
研修の意義は認めるものの旅費が不足していることから参加させることは難しい。
初任者研修については、職場研修で対応する。検査技術レベルや機器操作に特化した
研修（中級、上級）を企画していただきたい。
地方衛生研究所の実情にあった研修になれば良い。先輩職員の経験だけで理由も無く
検査している状況も散見されるため、ピペット操作法をはじめとした基礎的なことをしっか
りと学ぶ場面があれば良い。
旅費が削減ができることや近隣自治体の交流ができることから、各ブロック単位での実
技研修があると助かる。

参考

ウイルス検査レベル維持に資する支部研修
の提案

39

１ 外部精度管理調査結果に基づく研修
全国を対象とする場合は座学が中心となる
地全協６支部（あるいはブロック）に感染研専門家を招聘し、
支部のベテランとともに(実技を含む)研修を定期的に開催

２ 新人研修の（相互）受け入れ
※東京都・大阪は受入れ実績あり

３ 具体案の例：リフレッシュ実技研修
感染研による新興・再興感染症研修の地方版を想定
2－3日間 実技を含む研修
感染研における短期研修受講後5年程度経過した職員対象



皆川班会議

H29年度 精度管理 ⾚痢菌検査
標本の作製

国⽴感染症研究所
感染症疫学センター

村上光⼀

細菌小班・細菌WG活動

7月6日 細菌WG会議

7月21日 細菌WG会議（衛微協にて）

11月15日 細菌WG会議

赤痢菌を対象に

赤痢菌2株、類似菌1株を別々に 送付

候補株を WG内に送付し、性状等を試験

20地衛研程度を対象に

10月14日 菌株送付（細菌WG内） 5株

12月9日 菌株送付（細菌WG内）

候補株の評価等

問題点の洗い出し

問題のあった候補株の再送付
（使用可能確認）

H28 年 H29年

4月 菌株のチェック

5月13、5月14日 2組作成 各48

5月15日－17日 戸山へ搬送

5月22日 各施設へ到着

赤痢菌を対象とした理由

細菌性赤痢検査の重要性

三類感染症である
食品関連業務に従事する人の場合、就業制限がかかる
原因菌を同定する公定法はない
原因菌の誤同定が他に比べると多い
腸管侵入性大腸菌との絶対的な鑑別点がない

医療機関や保健所からの同定依頼がしばしば発生する

地衛研での最終同定が求められる



⾚痢菌検査に関する現状調査のまとめ（昨年度・佐多班）
（20160105時点）

糞便検査
ある （その件数/年） ない

0−10 10−100 100‐1,000

⾷中毒や感染症発⽣動向調査等の糞便検査 41 15 11 15 25
⾚痢患者の接触者検便や服薬後検便 40 32 8 0 26

その他 7 59

菌株同定検査
ある （その件数/

年）
ない

5以下 10−20

菌株同定検査 35 33 2 31
同定された菌名 菌数

Shigella dysenteriae 6
Shigella flexineri 11
Shigella boydii 4
Shigella sonnei 16

EIEC 3
EIEC以外の⼤腸菌 13
Morganella morganii 5

その他 6

その他の内容 件/年

外来・公⽴施設からの依頼 3,000

⾏幸啓に係る検査 11

⼀般依頼検査 10

チフス患者の接触者検便や
服薬後検査 10

⼀般依頼検査 100

⾷品等従事者検便 870

調理従事者からの依頼検査 900

希少感染症？？

赤痢菌の調査項目（同定）のポイントをどこにするか？

1 運動性の確認 運動性がないということが全ての赤痢菌における絶
対的な性状である。
SIM培地を併用しているか？

2 遺伝子検査 ipaH を検出しているか？
invE が脱落する可能性を理解しているか？

3 血清型別試験 免疫抗血清の保有状況は？
共通抗原に対する認識・・・・
EIECを疑う場合の検査は？？

4 類似菌との鑑別 Morganella morganii、Plesiomonas shigeloides との
鑑別

上記4項目を重視し、共通抗原を有する大腸菌との鑑別

参加地方衛生研究所の選出のための基本データ
（H28年当時）

地方
人口

（万人）
配布機関数

赤痢菌を
扱った経験

計

あり 数回 なし

北海道・東北・新潟 (11) 1,686 1 1 1 3
関東甲信静 (28) 4,944 2 1 2 5
東海・北陸 (8) 1,260 1 1 1 3
近畿 (15) 2,276 1 1 2 4
中国・四国 (11) 1,170 1 1 1 3
九州 (12) 1,323 1 1 1 3

計 12,659 7 6 8 21

菌株 / 抗血清 A多 A1多 B多 C多 C1多 C2多 C3多 D多 D I D II

T9 (S. flexneri ) - - ＋ ＋ ＋ ＋ - - 未実施 未実施

16-52 (S. flexneri ) 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

T12 (S. sonnei ) - - - - - - - ＋ ＋ ＋
A  (S. sonnei ) - - - - - ＋ ＋ ＋ - ＋

B  (S. sonnei ) - - - - - - ＋ ＋ ＋ ＋
T10  (大腸菌) - - - - ＋ - - - 未実施 未実施

菌株 / 抗血清 A多 A1多 B多 C多 C1多 C2多 C3多 D多 D I D II PCR

T9 (S. flexneri ) ± ± ＋＋ - - - - - 未実施 未実施 invE, ipaH 陽性

16-52 (S. flexneri ) - - ＋＋ - - - - - 未実施 未実施 invE, ipaH 陽性

B  (S. sonnei ) - - - - - - - ＋ ＋ - invE, ipaH 陽性

ｐH 7.8 のＰＢＳで作成したニュートリエントブロス No. 2 
（0.8% 胆汁酸塩）で 4時間継代、その後 一晩 これを2回
繰り返す

一次候補菌株の 評価 （疫学センター内で）

3回継代での変化



出題方法

S. flexneri
S. sonnei

3 株送付（混合ではない）
赤痢菌を同定
菌種も同定

大腸菌

グラム陰性桿菌
オキシダーゼ陰性
ブドウ糖発酵（酸産⽣）

IPA反応
(TDA/PDA)

インドール産⽣

VP反応

−

リジン
脱炭酸

−

−

硫化⽔素産⽣

VP反応

クエン酸
塩利⽤能

クエン酸
塩利⽤能

Proteus vulgaris 
Proteus mirabilis

Proteus penneri
Morganella
Providencia

Rahnella aquatilis

Proteus penneri
Proteus myxofaciens など

Salmonella 属
Edwardsiella tarda など

Citrobacter 属 など
Klebsiella 属
Cedecea 属
Serratia 属
Enterobactor 属 など

Hafnia alvei
Cedecea 属
Citrobacter 属
Kluyvera 属 など

Escherichia 属

Shigella 属
Edwardsiella 属
Salmonella Paratyphi A
Yersinia 属 など

+

+

−

+

−

−

−

−

−

硫化⽔素産⽣+

+

+

+

+

+
（インドール＋）

腸内細菌科の細菌
の同定⼿順

吉⽥敦, 腸内細菌科,  臨床微⽣物学, 松本哲
哉, 医⻭薬出版（株）: 東京. p. 127‐130.

グラム陰性桿菌
オキシダーゼ陰性
ブドウ糖発酵（酸産⽣）

IPA反応
(TDA/PDA)

−

硫化⽔素産⽣

VP反応

Klebsiella 属
Cedecea 属
Serratia 属
Enterobactor 属 など

Hafnia alvei
Cedecea 属
Citrobacter 属
Kluyvera 属 など

Shigella 属
Edwardsiella 属
Salmonella Paratyphi A
Yersinia 属 など

+

+

−

+

−

−

−

+

+

Salmonella 属など（略）

Proteus など （略）

Escherichia 属

Escherichia 属

‐

運動性
リシン脱炭酸
クリステンセンのクエン酸塩
酢酸塩

PCR 実施
⾎清型別

シモンズクエ
ン酸塩培地

シモンズクエ
ン酸塩培地

インドール
ピルビン酸

シモンズクエ
ン酸塩培地

アンモニュウ
ム塩培地 粘液酸培地作成

粘液酸秤量
（無菌的）

4 ml 分注
1晩培養してコンタミ
確認

NaOH で
ｐH7.4 ヘ

NaOH で
pH 7.4 ヘ

強い酸性

滅菌した培地を
粘液酸へ注ぐ

糖分解⽤半流動培地
を⽤いて
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菌株 凝集する抗血清等 各2株の結果 （実際の精度管理進捗と並行して）

菌株 / 抗血清 A多 A1多 B多 C多 C1多 C2多 C3多 D多 D I D II invE, ipaH 

T10  (大腸菌) 0 0 0 0 2 0 0 0
不検出

B  (S. sonnei) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
陽性

T16-52 (S. flexneri) 0 0 2 0 0 0 0 0
陽性

菌株 / 抗血清 8 9 10 11 ← ボイド

T10  (大腸菌) 0 2 0 0

菌株 / 抗血清 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 3(4） 6 7(8) ← フレキシネル

T16-52 (S. flexneri) 0 2 0 0 0 0 2 0 0

送付準備

H29年4月上旬 元になるストックを
もう一度作成しなおした。
-80℃

pH7.8 PBS（0.2 M) 作成 NB No.2 + 0.8%  Bile 
salt No.3 (pH7.8 NB#2 BS#3) （但し大腸菌は
bile salt  不含

pH7.8 NB#2 BS#3

一夜 35℃

4時間 35℃

pH7.8 NB#2 BS#3

送付試料の準備

一夜 35℃

10% DMSO にて保存 （ビーズから変更）・・・・抗血清への反応等検討

4時間 35℃

14

-80℃

pH7.8 PBS （0.2 M) 作成 NB bile salt 不含

一夜 35℃

pH7.8 PBS 作成 普通寒天（日水） + 0.3% Bile salt No. 3 （大腸菌は BS 3 不含）

送付試料の準備（H29年度）

35℃ 一夜

5月13日
5月14日
2組作成
各48

5月14日
5月15日

発育確認、血清型確認、戸山へ搬送 5月15日－17日

14日作成分戸山庁舎より（細菌第一部）発送
5月19日

各施設へ到着 5月22日

15

半面ほど塗抹 シングルコロ
ニー用の塗抹

滅菌綿棒にて、輸送培地表面から菌を十分 採材する。寒天培地の半面に、当該綿棒
で検体を十分に塗沫する。その後、白金耳等にて単独集落の形成を目的に塗沫する。

送付標本の処理方法パンフレット作製

半面ほど塗抹 シングルコロ
ニー用の塗沫



平行 検討
実際に5月22日から
検査開始

まとめ 精度管理用試料を作成し、地衛研に配布した。

赤痢菌配付用試料の作成には困難さが伴った。
スケールアップには更なる検討を要する。

新鮮分離株の使用が妥当だが、株の保存特性が分
からず使用し難い。

保存すれば、必ず変異する。

多くの細胞が不可逆変異したストックから 若干残
存した正常な細胞を選抜する、有効な方法を
開発する必要がある。

冷凍保存の方法について再検討する必要がある。

18

事前検討、事後検討を行った。事前検討（菌株の送
付培地の条件検討）には予想外に労力を要した。




































